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⇒
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縣
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合
二
於
テ
ハ
其
ノ

　
　
官
等
ハ
前
官
ノ
官
等
以
下
ト
ス

　
　
　
但
シ
前
官
官
等
在
職
年
歎
二
年
ヲ
超
エ
タ
ル
者
ハ
前
官
ノ
官
等
二
一
等
ヲ
進
ム
ル
コ

　
　
　
ト
ヲ
寺

　
　
　
　
　
4

　
　
前
官
ノ
官
等
七
等
以
下
＋
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
陞
シ
・
ブ
六
等
官
二
至
ル
コ

　
　
ト
ヲ
尋

　
　
　
　
4

第
五
條
　
高
等
文
官
ノ
官
等
ハ
別
二
進
級
ノ
例
ヲ
定
メ
タ
ル
毛
ノ
及
七
等
以
下
ノ
モ
ノ
ヲ
除

　
　
キ
在
職
二
年
ヲ
超
ユ
ル
ニ
非
ナ
レ
ハ
陞
叙
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
＋
條
（
抄
出
麦
部
省
直
轄
諸
學
校
散
授
ニ
シ
プ
五
年
以
上
高
等
官
三
等
二
在
り
功
績
ア
声

　
　
者
ハ
ニ
十
七
人
ヲ
限
り
高
等
官
二
等
二
陞
叙
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
各
校
二
人
ヲ
超
ユ
戸

　
　
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
二
條
　
奏
任
文
官
ノ
俸
給
ハ
別
二
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
別
表
第
二
表
各
號
ノ
一
ユ

　
　
依
ル



　
　
同
一
ノ
官
ニ
シ
テ
官
等
二
依
，
其
ノ
俸
給
ヲ
異
昌
ス
〃
モ
ノ
ハ
別
表
第
三
表
二
依
り
各

　
　
其
ノ
官
等
⇒
相
當
ス
ル
俸
給
ヲ
給
ス

第
十
三
條
　
別
表
第
二
表
第
一
號
二
依
ル
官
ノ
官
等
ハ
高
等
官
三
等
乃
至
七
等
同
第
二
號
二

　
　
依
ル
モ
ノ
ハ
高
等
官
四
等
乃
至
八
等
同
第
三
號
二
依
ル
モ
ノ
ぷ
高
等
官
五
等
乃
至
八
等

　
　
同
第
四
號
二
依
ル
モ
ノ
ハ
高
等
官
エ
ハ
等
以
下
同
第
五
號
二
依
ル
モ
ノ
ハ
高
等
官
三
等
以

　
　
下
ト
ス

第
二
十
二
條
　
　
別
表
第
二
表
第
五
號
二
依
ル
諸
官
左
ノ
如
シ
（
抄
）

　
　
文
部
省
直
轄
諸
學
校
敷
授

第
二
＋
三
條
別
表
第
二
表
第
一
號
第
ご
號
工
依
ル
職
員
二
級
俸
ヲ
受
ケ
在
職
五
年
以
上

　
　
⇒
至
り
功
績
ア
ル
者
二
限
ヲ
五
百
圓
以
内
ノ
年
功
加
俸
ヲ
給
シ
其
・
第
二
號
工
依
ル
職

　
　
員
二
在
リ
テ
ハ
高
等
宣
一
喜
二
陞
叙
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
三
號
及
第
四
號
二
依
ル
職
員
ハ

　
　
一
級
俸
ヲ
受
ケ
在
職
五
年
以
上
二
至
リ
功
綾
ア
ル
者
　
限
リ
三
百
圓
以
内
ノ
年
功
加
俸

　
　
ツ
給
シ
第
三
號
二
依
μ
者
二
在
リ
〉
ハ
高
等
官
四
等
二
第
四
號
二
依
戸
者
二
在
ジ
テ
ハ

　
　
高
等
官
五
等
二
陞
叙
ス
声
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
法
　
　
’
令
　
　
窩
等
官
官
等
俸
給
令
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
上
田
獄
綜
専
門
畢
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

　
　
第
五
號
二
依
ル
諸
官
及
奏
任
技
術
官
ハ
各
聴
事
務
ノ
繁
閑
二
依
り
俸
給
最
低
額
以
下
ヲ

　
　
給
ス
μ
コ
ト
ヲ
得

第
三
＋
一
條
高
等
文
官
死
亡
シ
w
タ
ル
ト
キ
ハ
在
職
最
絡
年
俸
三
分
・
一
ヲ
其
・
遺
族
昌
給

　
　
ス

　
　
前
項
遺
族
ト
稀
ス
ル
ハ
官
寅
還
族
扶
助
法
ノ
定
ム
〃
所
＝
依
〃

　
　
絡
身
官
ハ
其
ノ
在
職
中
死
亡
シ
タ
ル
者
二
限
リ
前
二
項
ノ
規
程
ヲ
適
用
ス

第
三
＋
二
條
年
俸
’
＋
二
分
シ
〉
毎
月
之
ヲ
支
給
ス

第
三
十
三
條
　
俸
給
ぷ
新
任
増
俸
減
俸
ト
モ
総
テ
綬
令
ノ
翌
日
ヨ
リ
計
算
ス

　
　
休
職
叉
ハ
待
命
ヲ
命
セ
ラ
レ
年
俸
金
額
ヲ
給
セ
サ
ル
瘍
合
ハ
減
俸
ト
看
徹
シ
前
項
ノ
規

　
　
定
ヲ
適
用
ス

第
三
十
四
條
　
塵
官
退
官
退
職
及
死
白
ノ
ト
キ
ハ
年
俸
ヲ
月
割
計
算
ト
シ
當
月
分
ノ
憂
額
ヲ

　
　
給
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

第
三
＋
五
條
休
職
廟
官
退
官
ノ
者
事
務
引
綴
残
務
調
理
ノ
爲
メ
特
昌
命
ヲ
受
ケ
事
務
　
從

　
　
事
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
間
価
從
前
ノ
年
俸
ヲ
給
ス



第
三
＋
六
條
病
氣
・
爲
執
務
セ
サ
ζ
ト
九
＋
日
ヲ
超
ユ
ル
者
及
私
事
・
故
障
・
依
り
執

　
　
務
セ
サ
ル
コ
ト
三
十
日
ヲ
超
ユ
．
ル
者
ハ
俸
給
ノ
宇
額
ヲ
減
ス
但
、
シ
㊤
務
ノ
爲
傷
綴
ヲ
受

　
　
ヶ
若
ハ
疾
病
二
罹
リ
叉
服
忌
ヲ
受
ク
声
者
及
特
旨
二
由
り
賜
暇
休
養
ス
ル
者
ハ
此
ノ
限

　
　
二
在
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
附
　
　
　
則

本
令
ハ
明
治
四
＋
三
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

　
　
第
二
表
　
第
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぴ

　
　
　
　
奏
任
文
官
年
俸
表
　
　
（
文
部
省
・
直
轄
諸
學
稜
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
」

b
匡
三
級
…
四
級
｝
五
級
匿
⊂
七
級
｝
八
級
一
九
級
｝
＋
級
一
＋
一
級
一
＋
二
級
｝

　
三
、
0
8

二
、
旦
ご
、
旦
二
、
き
〇
三
、
§
＝
、
七
8
＝
、
五
8
二
、
き
〇
二
、
亘
一
品
O
O

皇

割
　

第
五
表

螂

，
蕊
－
声

級
二
一
級
二
二
級
｝
四

級
　
　
五
　
級

文
臨
螂
蹴
囎
璽
曇
一

三
、
O
O
O
．

二
、

g
O

二
、

ﾜ
〇
〇
…
　
　
二
⊃
δ
○

法
　
　
令
　
　
］
尚
等
官
官
等
俸
給
令
抄

一
三



上
田
頴
縣
専
門
學
校
一
覧

一
四

　
　
　
　
　
　
四
、
判
任
官
俸
給
令
抄
（
明
治
四
十
三
年
三
月
二
十
六
日
勅
令
第
百
六
十
五
號
）

第
一
條
　
判
任
官
ノ
月
俸
ハ
別
二
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
別
表
二
依
声

第
三
條
列
任
文
官
ハ
毎
級
在
職
一
年
以
上
二
至
ラ
牙
ソ
バ
増
給
ス
声
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
相
呉
⊥
ハ
伽
献
俸
…
以
下
ノ
者
　
パ
此
ノ
限
畠
　
在
ラ
　
ス

第
四
條
　
判
任
文
官
＝
シ
テ
一
級
俸
ヲ
受
ケ
五
年
ヲ
超
工
事
務
練
熟
優
等
ナ
ル
者
ハ
特
二
百

　
　
戴
拾
圓
迄
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
條
　
制
任
文
官
ノ
俸
給
ハ
月
俸
四
拾
圓
未
満
ノ
者
二
限
ワ
級
俸
二
拘
ラ
ス
適
宜
ノ
金
額

　
　
ヲ
定
メ
之
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
各
所
ノ
最
低
俸
給
額
ヲ
下
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
三
條
　
判
任
官
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
在
職
最
絡
月
俸
三
ケ
月
分
ヲ
其
ノ
遺
族
二
給
ス

　
　
前
項
遣
族
ト
稀
ス
ル
ハ
官
東
遺
族
扶
助
法
ノ
定
ム
ル
所
二
依
ル

第
十
四
條
　
月
俸
ハ
毎
月
下
句
之
ヲ
支
給
ス

　
　
前
項
ノ
外
俸
給
ノ
支
給
ユ
關
シ
テ
ハ
高
等
官
官
等
俸
給
令
二
依
ル

　
　
　
　
　
　
『
　
　
　
　
　
　
　
　
班

　
　
　
　
　
　
箇
　
　
　
　
　
目
ハ



本
令
ハ
明
治
四
十
三
年
四
月
｝
目
ヨ
ン
之
ヲ
施
行
ス

　
　
（
別
表
）

級
俸
＝

額
一
九
五
⊥
圭
円
＝
ハ
五
円
ぎ
円
言
円
可
五
円
丁
円
＝
二
五
円
言
円
三
五
円
一

級
三
級
三
級
四
旦
五
級
三
旦
七
芸
旦
九
誓
級
了
級

月

二
〇
円

　
　
　
　
　
　
五
、
文
部
省
直
轄
諸
學
校
教
官
俸
給
ノ
支
給
二

　
　
　
　
　
　
　
　
關
ス
ル
件
（
明
治
四
十
三
年
三
月
廿
六
日
勅
令
第
百
五
十
四
號
）

第
一
條
　
文
部
省
直
轄
諸
學
校
敷
官
ノ
俸
給
ハ
其
ノ
授
業
ノ
時
間
叉
ハ
學
科
ノ
難
易
輕
重
二

　
　
依
り
最
低
額
以
下
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
條
　
文
部
省
直
轄
諸
學
校
敷
官
ニ
シ
タ
一
校
又
ハ
数
校
ノ
教
官
ヲ
乗
任
ス
ル
者
ニ
ハ
本

　
　
官
及
兼
官
⇒
於
ケ
ル
授
業
ノ
時
間
叉
ハ
學
科
難
易
輕
重
二
依
り
其
ノ
俸
給
額
ヲ
分
割
シ

　
　
ナ
各
學
校
ヨ
リ
支
給
メ
ル
・
ト
ヲ
得

第
三
條
　
文
部
省
直
轄
諸
學
校
ノ
囑
託
講
師
ニ
ハ
激
官
俸
給
額
ノ
中
ヨ
リ
相
當
ノ
手
當
ヲ
給

　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
法
令
捌
難
麟
治
欝
響
俸
給
支
給
二
闘
ス
ル
件
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
上
田
露
縣
専
門
學
校
一
・
覧
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

第
四
僚
　
前
三
億
ハ
東
北
帝
國
大
學
農
科
大
學
附
属
大
學
豫
科
、
土
木
工
學
科
、
林
學
科
，
水
産
學

　
　
科
叉
ハ
臨
時
敷
員
養
成
所
ノ
教
授
叉
ハ
講
師
二
之
ヲ
準
用
ス
．
　
　
－
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
汽
．
・
文
部
省
直
轄
諸
學
校
長
生
徒
監
特
別

　
　
　
　
　
　
　
　
任
用
令
（
明
治
三
十
年
囲
月
二
十
二
日
勅
令
第
百
十
三
鵬
）
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
。

文
部
省
直
轄
誰
學
校
長
ニ
ケ
年
以
上
奏
任
敷
官
ノ
璽
元
リ
タ
ル
量
痕
り
同
生
徒
監
ル

左
二
掲
ク
ル
者
二
限
リ
試
験
ヲ
要
セ
ス
文
官
高
等
試
験
委
員
ノ
詮
衡
ヲ
脛
タ
任
用
ス
ル
コ
ト

・
亙
簾
ぎ
謂
鍵
甦
㍊
鴎
鴛
珊
㍗
號
）

一
、

皷
ﾓ
年
以
上
奏
任
蒙
官
叉
ハ
奏
任
官
待
遇
ノ
致
職
二
在
リ
タ
ル
モ
ノ

ニ
ニ
箇
年
以
上
判
任
敢
官
叉
ハ
判
任
官
待
遇
ノ
敷
職
二
在
リ
奏
ル
モ
ノ

　
　
　
　
　
、
七
、
文
部
省
直
轄
諸
學
校
長
職
務
規
程
（
瑚
翌
難
障
鋸
朝
＋
）

竺
條
稜
長
ハ
鋼
任
官
ノ
進
退
・
具
状
シ
及
高
等
官
ノ
進
氾
二
付
意
見
ブ
具
ヘ
ナ
文
部
大

　
　
パ
臣
二
稟
申
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

‥
第
ゴ
條
亀
左
㌘
事
項
，
ハ
模
長
之
ヲ
専
行
ス
ベ
’
ツ
∴
㌶



　
　
　
但
シ
第
⊥
ハ
號
及
鱗
〔
入
‥
號
二
襯
…
ジ
タ
ハ
歳
二
分
一
後
一
又
部
⊥
人
臣
エ
一
報
告
ス
　
ヘ
　
シ

　
　
第
一
、
敷
官
ノ
學
科
澹
任
及
事
務
員
ノ
分
課
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

　
　
第
二
、
　
規
則
ノ
施
行
上
必
要
ナ
ル
細
則
ヲ
設
ク
声
コ
ト

　
　
第
三
．
俸
給
月
額
四
拾
圓
以
下
ノ
雇
員
ノ
進
退
二
關
ス
ル
コ
ト

　
　
第
四
、
　
職
員
以
下
内
國
各
地
出
張
二
關
ス
ル
コ
ト

　
　
第
五
、
職
員
以
下
ノ
除
服
出
仕
請
暇
二
關
ス
ル
コ
ト

　
　
第
↓
ハ
、
囑
託
講
師
ノ
解
嘱
…
及
其
ノ
報
酬
減
額
二
欄
ス
ル
コ
ト

　
　
第
七
、
経
費
中
ノ
節
ヲ
流
用
ス
声
ゴ
ト

　
　
第
八
、
　
鰹
伺
ノ
暇
ナ
キ
緊
急
ノ
場
合
二
於
タ
臨
時
休
業
ヲ
爲
ス
コ
ト

第
三
條
　
前
條
二
掲
ケ
タ
ル
事
項
ノ
外
総
タ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
之
ヲ
施
行
ス
ベ
シ

第
四
條
　
校
長
ハ
毎
會
計
年
度
ノ
絡
二
於
プ
前
年
ノ
功
程
ヲ
具
シ
文
部
大
臣
二
報
告
ス
ヘ
シ

　
八
、
文
部
省
直
轄
諸
學
校
雇
外
國
人
使
用
二

　
　
　
關
ス
ル
規
程
（
明
治
二
十
六
年
山
ル
月
九
日
勅
令
第
九
十
六
號
）

法
　
令
　
文
部
省
直
轄
諮
學
校
長
生
徒
監
特
別
任
用
令
丈
部
省
直
轄
諦
禦
校
長
職
務
規
程

　
　
文
都
省
直
轄
諮
學
校
雇
列
國
人
使
用
二
關
ス
ρ
規
程

一
七



　
　
　
　
上
田
籏
縣
専
門
學
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
入

帝
國
大
學
及
文
部
省
直
轄
諸
學
稜
二
於
テ
學
科
教
授
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
帝
國
大
學
総
長
及

直
轄
諸
學
校
長
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ヶ
雇
外
國
人
ヲ
シ
テ
敷
官
ノ
職
務
二
當
ラ
シ
ム
ル

コ
ト
ヲ
昏

　
　
　
そ

ノ

　
　
　
　
　
．
九
、
專
門
學
校
令
抄
（
明
治
三
十
‥
ハ
舷
－
三
日
ハ
ニ
十
七
日
勅
令
第
六
十
一
號
）

第
一
．
條
高
等
ノ
學
術
技
藝
ヲ
教
授
ス
ル
學
校
ハ
専
門
學
稜
ト
ス

　
　
車
マ
門
學
校
ハ
特
別
ノ
規
定
ア
ル
…
場
（
菅
ヲ
除
ク
ノ
外
・
本
△
叩
ノ
規
定
二
依
ル
ヘ
シ

第
五
條
　
専
門
學
稜
ノ
入
學
費
格
ハ
中
學
校
若
ク
ハ
修
業
年
限
四
箇
年
以
上
ノ
高
等
女
學
校

　
　
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
叉
ハ
之
ト
同
等
ノ
學
カ
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
槍
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者
以
上

　
　
ノ
程
度
二
於
プ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ
…
恨
シ
美
術
一
菅
樂
エ
關
…
ス
声
塵
丁
術
技
藝
ヲ
教
授
ス
ル
専
㎜
門

　
　
學
校
二
就
プ
ハ
文
部
大
臣
ハ
別
二
其
ノ
入
學
資
格
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
山
ハ
條
　
　
専
門
墨
二
校
ノ
修
業
年
限
「
ハ
一
ニ
ケ
年
以
上
ト
ス

第
七
條
　
専
門
學
校
二
於
ブ
ハ
豫
科
、
研
究
科
及
別
科
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

第
八
條
　
官
立
専
門
學
稜
ノ
修
業
年
限
、
學
科
、
學
科
目
及
其
程
度
並
豫
科
、
研
究
科
及
別
科
二
關



　
　
ス
ル
規
定
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
＋
二
條
第
一
條
二
該
當
セ
ナ
ル
學
校
ハ
専
門
學
校
・
締
，
ス
ζ
，
ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
　
十
、
實
業
學
校
令
抄
（
醐
酬
舞
＝
怖
編
七
）

竺
條
實
董
竺
工
業
農
業
商
業
等
・
實
業
二
從
事
ス
墓
二
須
要
ナ
ル
警
ヲ
爲
ス

　
　
ヲ
以
ナ
目
的
ト
ス

第
二
條
實
業
學
校
・
種
塑
工
叢
竃
業
畢
校
、
商
業
學
校
、
覆
學
隻
實
業
薯
學
校

　
　
ト
ス

　
　
實
業
學
竺
；
ζ
同
等
・
致
育
・
爲
ス
モ
・
ヲ
實
業
専
門
學
稜
ト
ス

　
　
實
業
専
門
學
校
二
璽
と
プ
〔
専
門
學
稜
令
・
定
・
ル
所
二
依
ル

　
　
賞
業
學
稜
、
山
林
學
校
、
獣
醤
學
校
及
水
産
學
稜
等
ハ
農
業
學
校
ト
見
倣
ス

　
　
徒
弟
學
校
♪
工
業
學
枝
ノ
種
類
ト
ス

第
八
條
實
業
學
稜
・
終
業
霞
、
學
剥
、
學
科
覧
茸
ハ
・
程
度
二
關
元
規
巴
文
部
大
臣
之

　
　
ヲ
定
ム

　
　
　
　
法
　
　
令
　
　
専
門
學
校
令
抄
　
宜
業
學
校
令
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



第
＋
四
條

第
十
五
條

土
田
欝
綜
専
門
畢
校
一
覧

實
業
學
校
二
於
テ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
敗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

本
令
施
行
ノ
爲
メ
ニ
必
要
ナ
ル
規
則
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

十
一

二
〇
，

上
田
慧
綜
專
門
學
校
規
程
抄
（
明
治
四
十
三
年
十
二
月
十
四
日
文
部
省
令
第
一
二
十
三
號
）

上
田
嶽
専
門
學
校
・
修
業
年
限
、
學
科
、
學
科
目
曇
・
震
並
研
究
生
及
選
科
芒
關
ス
”

規
程
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

　
　
　
　
　
　
上
田
慧
綜
専
門
學
校
規
程

第
一
條
　
上
田
徽
綜
専
門
學
佼
ノ
修
業
年
限
ハ
三
箇
年
ト
ス

第
二
條
　
上
田
鷲
…
綜
専
門
學
稜
ノ
學
科
ハ
養
鶯
科
及
製
綜
科
ト
ス

第
三
條
上
墨
練
専
門
學
馨
讃
・
學
科
目
及
其
・
程
芸
左
・
如
シ
璽
必
要
ノ
場

　
　
三
燈
ブ
薮
授
定
時
間
外
叉
ハ
休
業
期
間
・
於
’
ブ
臨
時
講
演
・
欝
シ
麦
曇
習

　
　
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
　
學
科
目
等
略
之

第
囚
條
卒
業
ご
シ
’
ブ
既
修
・
學
科
目
二
就
キ
研
究
セ
ン
・
ス
墓
ハ
研
究
生
ト
シ
〉
二



　
　
箇
年
以
内
在
學
セ
シ
ム
声
コ
ト
ヲ
得

第
五
條
　
各
學
科
中
ノ
一
學
科
目
若
ハ
数
學
科
目
ヲ
専
修
セ
ン
ト
ス
ル
者
小
選
科
生
ト
シ
テ

　
　
在
纂
ヲ
許
ス
コ
ト
ヲ
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L

、
　
　
　
　
十
二
、
實
業
學
校
教
員
養
成
規
程
抄
（
醐
蜘
欝
鍵
蜘
塑
）

第
一
條
　
（
前
略
）
官
立
實
業
學
稜
（
中
略
）
生
徒
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
後
實
業
學
校
ノ
教
職
二
從
事
ス
ヘ

　
　
キ
者
（
中
路
）
ニ
　
ハ
學
資
ヲ
補
給
ス
ル
コ
、
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
　
鋪
…
給
ス
　
ヘ
　
キ
金
一
組
ハ
　
一
箇
　
月
‥
ハ
圓
…
以
内
ト
ス
⌒
以
〔
下
略
）

第
二
條
　
前
條
二
依
り
學
賓
ノ
補
給
ヲ
受
ヶ
タ
ル
モ
ノ
♪
卒
業
ノ
日
ヨ
リ
學
資
ノ
補
給
ヲ
受

　
　
ケ
タ
ル
年
限
⇒
一
箇
年
ヲ
加
ヘ
タ
ル
期
間
文
部
大
臣
ノ
指
定
二
依
り
實
「
業
學
校
ノ
敷
…
職

　
　
二
從
事
ス
ヘ
キ
義
務
ヲ
有
ス

　
　
　
但
シ
必
要
ノ
…
場
合
二
於
プ
ハ
文
部
大
臣
ハ
他
ノ
数
職
二
從
事
・
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
負
ハ
シ

　
　
　
ム
声
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
條
ノ
ニ
　
學
資
補
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
⇒
シ
テ
前
條
ノ
義
務
期
聞
内
二
於
プ
私
費
ヲ
以
プ

　
　
　
　
法
　
　
令
　
　
上
田
麓
締
專
門
學
校
規
程
抄
　
實
業
學
校
教
昌
養
成
規
程
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
，



　
　
　
　
上
田
欝
線
専
門
墨
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
ニ

　
　
學
稜
二
入
壁
シ
若
ク
ハ
外
國
二
留
學
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
文
部
大
臣
ハ
時
宜
二

　
　
M
囚
リ
’
之
レ
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
　
前
項
ニ
ョ
リ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
常
該
學
稜
二
在
學
中
若
ク
ハ
外
國
留
學
中
ノ
期
間

　
　
ハ
前
條
ノ
義
務
期
間
二
…
算
入
セ
ス

第
二
條
ノ
三
　
第
二
條
ノ
義
務
期
間
内
二
於
テ
文
部
大
臣
ノ
指
定
ヲ
受
ク
ず
戸
力
爲
任
意
就

　
　
職
シ
タ
ル
者
ハ
其
旨
直
二
文
部
大
臣
二
屑
出
ッ
ヘ
シ
其
就
職
ヲ
罷
メ
叉
ハ
之
レ
ヲ
褒
更

　
　
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ

　
　
前
條
ノ
許
可
ヲ
受
ヶ
タ
ル
者
學
校
ヲ
卒
業
双
メ
退
學
シ
若
ク
ハ
蹄
朝
シ
タ
ル
時
ハ
直
二

　
　
文
部
大
臣
二
屈
出
ッ
ヘ
シ

第
三
條
　
學
資
ノ
補
給
ヲ
受
ク
ル
者
牛
途
ニ
シ
テ
退
學
シ
若
ク
ハ
第
二
條
ノ
義
務
ヲ
養
サ
“

　
　
ル
ト
キ
叉
ハ
第
二
條
ノ
ニ
第
一
項
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
ス
シ
ク
入
學
若
ク
ハ
留
學
シ
タ
ル
ト

　
　
キ
ハ
稲
給
シ
タ
ル
學
資
ヲ
償
還
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
但
シ
文
部
大
臣
ハ
事
情
ヲ
酌
量
シ
テ
其
蚕
部
又
ハ
一
部
ノ
償
還
ヲ
冤
除
ス
ル
コ
ト
ア

　
　
　
グ
ヘ
ジ
，



第
三
條
ノ
ニ
　
第
二
條
ノ
規
定
二
依
り
實
業
學
稜
及
其
他
ノ
敷
職
二
從
事
ス
ル
者
二
其
義
務

タ
「
で
期
間
内
二
於
プ
轄
任
退
職
若
ク
ハ
休
職
・
命
セ
ン
ト
多
－
キ
’
ハ
事
由
ヲ
具
シ
豫
メ
女

　
　
部
大
臣
ノ
指
揮
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
四
條
、
第
一
條
ノ
學
生
生
徒
ノ
員
数
及
養
成
所
二
募
集
ス
ヘ
キ
員
数
ハ
毎
年
文
部
大
臣
之

　
　
レ
ヲ
定
ム

十
三
、
　
實
業
教
育
費
國
庫
補
助
法
抄
（
鋤
購
江
紺
眺
耳
桔
↓
甦

第
一
條
實
業
散
育
ヲ
奨
働
ス
ル
爲
國
庫
ハ
毎
年
豫
算
ヲ
以
テ
定
ム
ル
所
ノ
金
額
ヲ
支
出
ス

第
二
條
　
公
立
ノ
工
業
、
農
業
、
商
業
、
商
舶
學
稜
、
徒
弟
學
校
及
實
業
補
習
學
校
ニ
シ
プ
實
業
ノ
敷

　
　
育
二
…
致
盆
ア
リ
ト
認
ム
〃
ト
キ
ハ
文
部
大
臣
ハ
其
盤
・
校
工
補
助
金
ヲ
赤
〈
付
ス
ヘ
シ

　
　
監
督
官
麗
ノ
認
可
ヲ
経
タ
ル
農
工
商
組
合
二
於
〉
設
立
シ
タ
ル
實
業
學
校
ハ
文
部
大
臣

　
　
ノ
特
別
ノ
認
定
二
依
リ
前
項
二
準
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
條
　
第
二
條
二
掲
ク
ル
學
稜
ノ
敷
員
ヲ
養
成
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
文
部
大
臣
ハ
第

　
　
一
條
二
掲
ク
ル
金
額
・
り
八
分
ノ
一
以
内
ヲ
支
出
シ
其
ノ
費
用
二
充
ッ
μ
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
法
　
・
令
　
　
實
業
敢
育
費
國
庫
補
助
法
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



上
田
盆
綜
専
門
畢
校
　
覧

二
四

　
　
　
　
　
　
十
四
、
文
部
省
直
轄
實
業
專
門
學
校
委
託
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
規
程
（
明
治
四
十
年
七
月
廿
五
日
丈
部
省
令
第
二
十
三
號
）

第
一
條
　
北
海
道
府
縣
郡
市
町
村
其
ノ
他
ノ
公
共
團
体
及
私
人
ハ
文
部
霧
直
轄
實
業
専
門
學

　
　
校
生
徒
ニ
シ
テ
卒
業
後
其
ノ
公
共
團
体
叉
ハ
私
人
ノ
設
置
セ
声
實
業
學
稜
ノ
敢
職
二
從

　
　
事
ス
ヘ
キ
者
二
學
資
ヲ
稲
給
シ
委
託
生
ト
シ
プ
荘
學
セ
シ
ム
声
コ
ト
ヲ
得

第
二
條
　
公
共
團
体
又
ハ
私
人
ハ
委
託
生
ノ
選
定
ヲ
當
該
學
校
長
ユ
委
囑
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
條
　
公
共
團
体
叉
ハ
私
入
ヨ
リ
委
託
生
二
補
給
ス
ヘ
キ
學
資
ハ
一
箇
月
拾
圓
以
上
ト
ス

第
四
條
　
委
託
生
ニ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
牧
セ
ス

第
五
條
萎
託
生
ハ
卒
業
ノ
日
ヨ
リ
學
資
補
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
期
間
二
一
箇
年
ヲ
加
ヘ
タ
ル
期

　
、
朋
側
培
田
該
公
共
品
団
体
π
入
ハ
ぶ
私
㌔
八
ノ
設
エ
鳳
セ
ル
嚇
貝
坐
未
學
校
ノ
教
職
邑
徒
事
詠
ヘ
キ
義
務
ヲ
有

　
　
玖

第
⊥
ハ
盤
⇔
　
　
委
託
口
生
ニ
　
ジ
・
ブ
荘
塵
∴
甲
企
†
途
退
學
シ
訂
入
ハ
一
委
託
生
タ
ル
　
ロ
ト
ヲ
止
ム
ρ
ト
キ
若
ク

　
　
ハ
卒
業
後
左
ノ
各
號
ノ
皿
工
該
當
ス
〃
ト
キ
い
其
ノ
補
給
タ
受
ヶ
タ
ル
學
資
ヲ
當
該
公



丑
（
團
体
叉
ハ
冶
私
人
二
僧
風
還
…
ス
ヘ
シ

　
但
シ
當
該
公
共
團
体
叉
ハ
私
人
二
於
・
ブ
酌
量
ス
ヘ
キ
情
状
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ

　
其
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
ノ
償
還
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
二

　
．
二
、

　
　
三
、

第
七
條

第
一
條

前
條
ノ
義
務
ヲ
鑑
サ
・
声
ト
キ

懲
戒
免
職
二
虞
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ

一
免
許
…
江
瀞
竺
奪
ノ
盧
二
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ

學
校
長
ハ
本
令
二
蘭
シ
必
要
ナ
ル
細
則
ヲ
設
ク
ル
・
コ
ト
ヲ
得

　
　
十
五
、
專
門
學
校
入
撃
者
瞼
定
規
程
（
明
治
三
十
六
年
三
月
三
十
一
n
文
部
省
令
第
十
四
號
）

専
門
學
校
ノ
本
科
二
入
學
セ
ン
ト
ス
ル
者
昌
シ
プ
中
學
校
若
ク
ハ
修
業
年
限
四
箇

　
　
▲
年
以
・
上
ノ
高
等
女
學
校
ヲ
卒
業
セ
ナ
ル
者
ハ
此
規
程
二
依
り
給
｛
常
～
ヲ
受
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト

　
　
ス

第
二
條
槍
定
ヲ
受
ケ
ソ
ト
ス
ル
者
ハ
左
ノ
資
格
ヲ
具
備
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
一
、
　
年
齢
男
子
ハ
満
十
七
年
以
上
女
子
ハ
満
十
⊥
ハ
年
…
以
上
ナ
声
コ
ト

　
　
　
　
法
　
　
令
　
　
文
部
省
直
轄
實
業
専
門
畢
校
委
託
生
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
専
門
畢
校
入
學
者
瞼
定
規
程



　
　
二
、

　
　
三
、

　
　
四
．

第
三
條

上
田
窩
継
專
門
畢
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
天

身
∵
体
健
蚕
ナ
ル
コ
ト

品
行
方
正
ナ
声
コ
ト

現
二
中
學
校
若
ク
ハ
高
等
女
學
校
二
在
學
セ
ナ
ル
コ
ト

瞼
定
ヲ
分
ヲ
試
験
槍
定
、
無
試
験
瞼
定
ノ
ニ
ト
シ
試
験
検
定
ハ
官
立
、
公
立
ノ
中
學
校

　
　
若
ク
ハ
修
業
年
限
四
箇
年
以
上
ノ
高
等
女
學
校
昌
於
タ
便
宜
之
ヲ
行
ヒ
無
試
験
槍
定
ハ

　
　
當
該
専
門
學
校
二
於
〉
生
徒
入
學
ノ
際
之
ヲ
行
フ

第
四
條
　
試
験
検
定
ノ
學
科
目
及
其
ノ
程
度
ハ
中
學
稜
若
ク
ハ
修
業
年
限
四
箇
年
ノ
高
等
女

　
　
學
校
ノ
各
學
科
目
及
其
ノ
卒
業
ノ
程
度
ト
ス
但
シ
中
學
模
若
ク
ハ
高
等
女
學
校
二
於
テ

　
　
加
除
シ
叉
ハ
課
セ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
學
科
目
ハ
之
ヲ
省
ク

’
第
五
條
　
官
立
、
公
立
ノ
中
學
校
若
ク
ハ
高
等
女
學
稜
昌
於
ブ
ハ
試
験
瞼
定
二
合
格
シ
タ
ル
モ

　
　
ノ
ニ
ハ
試
験
穣
定
合
格
謹
書
ヲ
交
付
ス
ヘ
シ

肇
ハ
條
官
立
、
公
立
・
中
學
校
若
ク
ハ
高
等
女
學
校
⇒
於
テ
ハ
試
廠
瞼
定
’
問
題
及
答
案
成

　
　
辿
楓
表
ハ
五
ケ
年
円
肪
L
工
保
｛
仔
ス
ヘ
シ

第
七
゜
條
　
官
立
、
公
立
ノ
中
學
校
若
ク
ハ
高
等
女
學
稜
ハ
試
験
検
定
手
数
料
ヲ
徴
牧
ス
ル
コ
ト



　
　
ヲ
得

第
八
條
左
ユ
掲
ク
〃
者
ハ
無
試
験
楡
定
ヲ
受
ク
〃
コ
ト
ヲ
得

　
　
一
、
文
部
大
臣
二
於
テ
専
門
學
稜
ノ
入
學
二
關
シ
中
學
稜
若
ク
ハ
修
業
年
限
四
箇
年
ノ

　
　
　
高
等
女
學
校
ノ
卒
業
者
ト
同
等
以
上
・
學
力
ヲ
有
ス
ル
こ
－
指
定
シ
タ
ζ
ノ

　
　
ニ
、
　
明
治
三
十
五
年
文
部
省
告
示
第
八
十
二
號
二
依
り
高
等
學
横
入
學
ノ
豫
備
試
験
二

　
　
　
合
格
シ
タ
ル
者

　
　
　
　
　
　
十
六
、
甲
種
程
度
ノ
實
゜
業
學
校
卒
業
者
入
學
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
關
ス
ル
件
（
醐
議
鉱
蒜
竺
訪
廿
塑

明
治
三
十
⊥
ハ
年
文
部
省
令
第
十
四
號
専
門
學
稜
入
學
者
槍
定
規
定
第
八
條
第
一
號
二
依
リ
左

記
ノ
者
ヲ
上
田
麓
綜
専
門
學
校
ノ
入
學
二
開
シ
中
學
校
卒
業
者
ト
同
等
以
上
ノ
學
カ
ヲ
有
ス

ル
モ
ノ
ト
指
定
ス

一
、

@
甲
種
程
度
ノ
實
業
學
稜
卒
業
渚
但
シ
志
望
學
科
ト
飼
種
類
若
ク
ハ
類
似
ノ
學
科
ヲ
修
メ

　
々
ル
者
二
限
〃

　
　
　
　
法
　
　
，
令
　
、
甲
種
程
度
ノ
箕
業
學
校
卒
業
者
入
學
二
闘
ス
ル
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



上
田
麓
綜
轟
門
學
校
一
覧

ご
入

　
　
　
　
　
　
十
七
、
文
部
省
直
轄
學
校
中
二
個
以
上
ノ
學
校
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
學
出
願
者
入
學
方
（
明
治
三
十
六
年
文
脚
蝋
省
告
示
第
九
十
六
號
）

同
一
人
ニ
シ
テ
文
部
省
直
轄
諸
學
校
中
ノ
ニ
箇
以
上
ノ
學
校
二
入
學
ヲ
出
願
シ
タ
〃
者
ハ
共

最
前
二
入
學
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
學
校
二
入
學
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
但
シ
同
時
二
二
箇
以
上
ノ
學

校
二
入
學
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
〃
者
ノ
入
學
ス
ヘ
キ
學
按
ハ
本
人
ノ
選
鐸
二
任
ス

　
　
　
　
　
　
十
八
、
文
部
省
直
轄
諸
學
校
外
國
人
特
別
入
學
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
程

第
一
條
　
外
國
人
ニ
シ
プ
文
部
省
直
轄
學
校
二
於
ブ
…
般
學
則
ノ
規
定
二
依
ラ
ス
所
定
ノ
學

　
　
科
ノ
一
科
若
ク
ハ
数
科
ノ
激
授
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
〃
’
者
ぷ
外
務
省
．
在
外
公
舘
叉
ハ
本
邦
所

　
　
在
ノ
外
國
公
舘
ノ
紹
介
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
り
特
二
之
ヲ
許
可
ス
〃
コ
ト
ァ
ル
ヘ
シ

第
二
條
　
前
條
二
依
リ
致
授
ヲ
受
ケ
ソ
ー
・
ス
ル
外
國
人
ハ
前
條
ノ
紹
介
書
ヲ
添
へ
帝
國
大
學

　
　
龍
随
巨
民
若
ク
ハ
鯉
一
校
幕
⌒
二
一
願
…
山
山
ツ
’
ヘ
シ



φ

第
三
條
　
帝
國
大
學
総
長
若
ハ
學
稜
長
二
於
タ
前
條
ノ
出
願
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
ハ
相
當
ノ
學
力

　
　
ア
ル
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
之
ヲ
許
可
ス
ヘ
シ
但
シ
學
校
ノ
設
備
上
差
支
ア
ル
塙
合

　
　
ハ
此
限
ニ
　
ア
ラ
　
ス

第
四
條
　
本
令
ノ
規
程
二
依
り
入
學
シ
タ
戸
外
國
人
ニ
シ
プ
學
科
修
了
ノ
讃
朋
書
ヲ
受
ヶ
ン

　
　
ト
ス
ル
者
ニ
ハ
試
験
ノ
上
之
ヲ
附
與
ス
ヘ
シ

第
五
條
　
本
令
ノ
規
程
二
依
リ
入
學
シ
タ
ル
外
國
人
ニ
ハ
入
學
試
瞼
料
、
入
學
料
及
授
業
料
ヲ

　
　
徴
牧
セ
ず
ル
コ
ト
ヲ
得

鰭
斧
山
ハ
條
　

帝
國
大
盟
苧
…
総
長
及
學
校
長
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
本
令
二
闘
シ
必
要
ナ
ル
細
…

　
　
則
ヲ
設
ク
〃
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
　
　
附
　
　
　
則

第
七
條
　
本
令
施
行
ノ
際
文
部
省
直
轄
學
稜
二
於
〉
一
般
學
則
ノ
規
程
二
依
ラ
ス
在
學
ス
ル

　
　
外
國
入
ハ
本
令
二
依
り
入
學
シ
タ
ル
㊦
ノ
ト
看
徹
ス

第
八
條
　
明
治
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
一
號
文
部
省
直
轄
學
稜
外
國
委
託
生
二
關
ス
ル
規

　
　
程
ハ
本
令
施
行
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
磨
止
ス

　
　
　
　
法
　
　
令
　
　
文
部
省
直
轄
殴
校
中
二
個
以
上
ノ
攣
校
へ
入
學
出
願
者
入
畢
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九

　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
泊
轄
諸
學
校
外
國
人
特
別
入
學
規
程



上
田
麗
縣
薯
門
堪
校
一
壇

三
〇

　
　
　
　
　
　
十
九
、
學
生
生
徒
身
体
検
査
規
程
抄
（
醐
酬
籔
購
文
）

竺
條
學
生
生
徒
・
身
禮
橡
竺
毎
年
四
曼
燈
ブ
之
・
施
行
三
シ
（
明
治
三
十
七
年
九
月
文
部
省
く
市
第
十
吋
八
吐
ぴ
チ
以
ひ
一
プ
改
⌒
正
）

　
　
學
稜
長
二
於
テ
必
要
ト
認
ム
声
ト
キ
ハ
學
生
生
徒
二
就
キ
臨
時
身
鵠
槍
査
ノ
蚕
部
若
ク

　
　
ハ
一
部
ヲ
施
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
條
　
明
治
三
＋
一
年
勅
令
第
二
號
第
一
條
第
二
項
二
依
り
學
校
聲
ヲ
置
ヵ
ず
ル
町
村
立

　
　
學
校
及
私
立
ノ
小
學
稜
及
各
種
學
模
パ
本
令
ノ
身
艘
検
査
ヲ
行
ハ
サ
ル
ゴ
ト
ヲ
得

第
一
ご
條
　
身
禮
‥
頓
杏
エ
ハ
墨
’
校
腎
ヲ
シ
タ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ヘ
シ
但
シ
墨
・
校
㎜
箇
ヲ
頭
直
カ
サ
ル
鐵
｝
合

　
　
＝
於
プ
ハ
他
ノ
繋
師
ヲ
シ
タ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
條
身
体
槍
査
ハ
左
ノ
項
目
工
就
キ
施
行
ス
ヘ
シ

　
　
一
、
身
長
　
　
二
、
禮
重
　
三
、
胸
園
　
　
四
、
脊
柱
　
五
、
檀
格
　
六
、
祀
力
　
七
、
眼
疾
　
入
、
聴
力

　
　
九
、
耳
疾
　
　
十
、
圏
牙
　
　
十
一
、
疾
病

　
　
小
學
稜
生
徒
巳
在
リ
テ
パ
覗
力
及
聴
力
ノ
ニ
項
目
ヲ
槍
査
ス
〃
ヨ
ト
ヲ
要
ゼ
ス
但
シ
著

　
　
シ
キ
障
害
ア
タ
ト
認
ム
ル
者
ハ
此
限
ヅ
⇒
ア
ラ
ス



第
五
條

　
　
一
、

　
　
二
、

三
、

四
、

五
、

六
、

身
体
槍
査
ハ
左
ノ
各
號
二
準
櫨
シ
テ
施
行
ス
ヘ
シ

検
査
器
械
ハ
『
メ
ー
ト
ル
』
式
二
從
ヒ
衡
器
ハ
水
準
器
ヲ
具
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス

槍
査
ノ
表
記
ニ
ハ
衡
ハ
『
キ
ロ
グ
ラ
ム
』
度
ハ
『
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
』
ヲ
以
テ
一
位
ト
シ
以

下
四
捨
五
入
法
ヲ
用
ヒ
テ
小
数
一
位
ヲ
作
ル
ヘ
シ

身
長
ヲ
測
定
ス
戸
ニ
ハ
足
袋
靴
ヲ
脱
セ
シ
メ
爾
臨
ヲ
密
檬
シ
テ
直
立
ジ
爾
上
肢
ヲ

鉛
直
二
垂
レ
頭
部
ヲ
正
位
二
保
タ
シ
ム
ヘ
シ
又
女
子
ニ
シ
テ
髭
ア
ル
者
ハ
小
桿
ヲ

髭
下
ヨ
リ
水
卒
ユ
横
ヘ
タ
測
定
ス
ヘ
シ

禮
重
ハ
著
衣
ノ
儘
測
定
シ
タ
ル
ト
キ
が
其
ノ
著
衣
ノ
重
量
ヲ
蚕
重
量
ヨ
リ
除
去
ス

ヘ
シ

胸
園
ハ
雨
上
肢
ヲ
鉛
直
ユ
垂
レ
自
然
ノ
位
置
手
在
ラ
シ
メ
乳
頭
ノ
水
卒
線
二
於
タ

常
時
ヲ
測
定
ス
ヘ
シ
充
盈
、
室
虚
ノ
差
ヲ
測
定
ス
戸
ト
キ
亦
同
シ
侃
シ
小
學
校
生
徒

二
在
リ
プ
ハ
常
時
ノ
ミ
ヲ
測
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

脊
柱
ハ
正
、
左
轡
、
右
轡
、
後
曲
及
屈
轡
ゾ
程
度
ヲ
檎
査
シ
強
申
弱
ノ
三
種
二
彊
別
ス
ヘ

シ省
　
、
令
　
拳
生
生
碇
蕩
体
瞼
査
翔
程
抄
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
一
．



七
、

八
、

九
、

十
、

上
田
質
綜
専
門
學
校
一
覧

艘
格
ハ
強
健
中
等
毒
易
ノ
三
等
二
彊
別
ス
ヘ
シ

覗
力
ハ
中
心
覗
力
、
ヲ
南
眼
二
就
キ
テ
各
別
二
槍
査
ス
ヘ
シ

嘉
力
ハ
其
ノ
障
害
ノ
有
無
ヲ
櫨
査
ス
ヘ
シ

歯
牙
ハ
踊
歯
ノ
有
無
ヲ
槍
査
ス
（
シ

三
二

　
　
十
一
、
　
疾
病
ハ
腺
病
、
螢
養
不
良
．
貧
血
、
脚
氣
、
肺
結
核
、
頭
痛
、
㎜
血
、
帥
経
衰
弱
其
ノ
他
慢
性
疾

　
　
　
患
等
検
査
ノ
際
二
駿
見
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
記
入
ス
ヘ
シ

　
　
前
、
各
號
ノ
外
身
磯
翰
査
上
必
要
ト
認
メ
タ
ル
事
項
ハ
特
・
・
｝
検
査
ヲ
行
フ
ヘ
シ

第
山
ハ
條
　

身
艦
拾
ぷ
査
一
ヲ
施
行
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
…
檬
・
式
二
依
り
身
惜
拾
瑚
査
一
璽
示
ヲ
調
…
制
苓
ス
ヘ
シ

身
，
磯
　
槍
　
査
　
票

霧
）

名
備 校

㊥
姓
　
亙

出
生
年
旦

…
身
　
旦

「
騰
　
璽

胸
需

瞳

園
盈
虚
ノ
差

出
生
地

學
　
亘

覗
旦
壁

㎞
脳
　
　
疾
｝

㎞
　
　
ρ
一

耳
　
　
，
疾
二

…



剰旙

竺格
「

璽
年
⊥

紬
　
塑

－
φ
　
型

愉
査
瞥
姓
名
印

第
七
條
姦
槍
査
・
施
行
シ
多
・
・
ハ
學
警
差
・
覧
畠
依
－
統
計
表
ヲ
讃
シ

　
　
翌
月
限
り
文
部
省
直
轄
學
校
長
畠
在
り
〉
ハ
文
部
大
臣
二
浪
他
ノ
學
校
長
ユ
在
リ
テ
ハ

　
　
地
方
一
長
官
二
一
報
告
ス
ヘ
シ

　
　
地
方
長
三
前
項
ノ
報
告
ヲ
受
ケ
タ
：
ハ
之
レ
・
取
纏
メ
其
年
育
限
り
文
部
大
臣

　
　
昌
報
告
ス
ヘ
シ

校
名
學
生
生
徒
身
艘
墾
統
塁
（
塑
認
年
月

旦
璽
工
量
量
讐
≡
｛
竃
曙
疾
蔀

法
　
　
令
　
　
畢
生
生
徒
身
艘
橡
査
親
程
抄

三
三



上
田
露
繰
理
門
學
校
一
魔

何
螂
｝

年
荷

…
霞
懸

…
最｢
日
⊂
日
［

誘
⊥
＋

最
少
一
　
］

卒
均
「
一
寸
一
－
「
一

　
　
一
一
｝

年
一
、

｝二

三
四

一
二
、

＝

一
　
⌒

一一　
　

@
｝

二
三

一一

纏
㌫
轡
繁
洲
癬
繋
勢
露
紹
の
＋
二
箇
三
至
ハ
迄
ヲ
云
フ
例
二
孝
ト
灘

…
鉢

@
話
竃
蕊
鷲
壇
驚
纏
搬
㌶
ジ
三
各
別
二
翼
ス
ヘ
シ

翰
査
受
キ
剛
目
ノ
曇
部
ヲ
翰
査
セ
サ
ル
ラ
〔
表
中
之
ヲ
記
入
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
四
　
上
田
麓
線
專
門
學
校
規
則

一
、
．
総
，
則

第
一
條
　
本
稜
ハ
實
業
學
稜
令
及
専
門
學
校
令
二
依
り
置
綜
業
二
從
事
ス
ヘ
キ
者
晶
高
等
ノ

　
　
學
術
、
技
藝
ヲ
敷
授
ス
戸
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二
條
逗
稜
本
科
ノ
學
科
ヲ
分
チ
ブ
養
置
科
、
製
綜
科
ト
ス



竺
二
僚
各
學
科
・
修
業
年
限
三
三
箇
年
ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
。

第
四
條
本
校
『
ハ
研
究
生
及
選
科
生
ヲ
置
ク
・
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
訴
究
生
及
選
科
生
二
闇
シ
’
プ
ハ
別
段
・
規
定
ア
〃
馨
・
除
ク
外
本
科
三
關
ス
ル
規

　
、
定
ヲ
準
用
ス
　
・
“

二
、
學
科
課
程

竃
涙
各
學
科
ノ
學
科
呈
其
・
竃
三
・
如
意
・
必
警
場
竺
一
於
〉
哀
捉
時

　
．
簡
定
時
澗
外
η
（
㌫
業
期
讐
欝
欝
講
演
・
聴
力
・
‡
ハ
實
烈
議
ス
ご
ト

　
一
ア
ル
ヘ
シ

　
…
．
　
　
養
欝
科

　
　
　
　
　
　
　
講
義
　
ノ
　
部
（
毎
週
教
授
時
製
）

鴎
科 V

／
蠣
幽
鞠
王
鞠
鋸
　
鞠
典
遭
哨
垂
饗
聯
躍

叩
，
／
‘
／
／
學
序
…
・
第

學

年

第

二
學

上
田
鐡
縣
専
門
墨
校
規
則

三
五



’

　
動
　
　
物

　
植
　
　
物

－
物
　
　
理

　
気
　
　
象

　
化

　
生
　
理
　
化

　
よ
の
　
　
み
　
　
な
　
　

数
學
及
測
量
　
一
二
三
二
　
二
三
一

　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
一
一

畢
　

學
　

二
三

三
六

L
「
－二⊂

｝
一

一
一

學
　

一

当

二
三

旦
二
二
一
＝

旦

二
　
　
一
一

　
　
　
一
一

旦

三
三

法
制
及
劃
、
簿
記
＝
三
二
三
三

二

農
慧
業
経
旦

叢
學
及
肥
料
竺

二

戸
皇
警
鷺
鍍
蟻
）
＝
二
二
一
二

磁
声

三

微

生
　
物

三
二

二
一

二
↑
二
，
一

巨　
一

ー
｜
已
大
意
＝

二
二

一
三
三
三
三
ご



養
桑

業
　
　
汎

論
＝
　
一

亘
懸
＝
二

　

一
二

一
・

二
三
三
三
゜
」

秤
　
學
＝
　
　

樹
　
論
　
　
一

噸
生
理
論
曇
竃
三

｜
「
ト

一
　
＝

二
三

一
一
L

一
三
三

二
二

二
三
　
一

羅
病
理
論
及
裟
論
　
、

繊
　
維
　
亘

議
輔
、
轟
藷
及
』

圖
外

一
　
一

H
－

v
ー
，

　
　
　
　
三

　
　
　
　
L

三

「
i
二
」
「
に
「
」

‘
　
‘
ー
，
「
口
］
［
」
ト
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
…
L

　
　
　
遭

國
　
語
＝

　
　
　
遭

三
　
三

三三二
四
㎝

二
二

計

L
三

　
二

　
　
　
＝

当
‘
　
≒
‘

二
「
一
⇒

三
一
　一

L
‘
に

三
二

三
三
・
三
・
＝
五
三
一
・
三
ユ
三
玉

一
四

備
考
毎
週
教
授
時
数
ハ
實
習
・
繁
閑
昌
依
り
之
ヲ
増
減
ス
ル
・
－
ア
《
シ
個
シ
修

　
　
ヒ
田
麓
綜
専
門
學
校
規
則
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
・



上
田
籔
綜
專
門
畢
校
一
覧

　
身
ノ
毎
週
敷
授
時
数
ハ
之
ヲ
減
ス
〃
つ
ヲ
得
ス

　
　
　
實
習
ノ
部

三
入



爪
動
　
植
　
物
　
實
験
　

化
學
己
璽
實
，
遭

㍑
小
惨
】
「
”
製
，
萱
無
旦

卒
業
論
文
、
　
二 丁

旦

　
全
上
全
三
．
＝

璽
亙
全
上
　

一

一
全
上
丁
三

L
巳
三
全
三
　
丁
三
全
±

一
「
、
」
1
⇒
「

ト
i

～
峰

璽
時
三
上
全
上

備
考

魏
見
飼
育
ノ
實
習
ハ
第
一
學
年
ハ
春
鷲
…
第

審
鼓
夏
鐙
及
秋
゜
襯
ト
ス

　
製
、
綜
　
　
科

　
　
講
　
義
　
ノ
　
部
　
（
毎
週
敷
授
時
数
）

二
學
年
ハ
春
賞
及
秋
欝
第
三
學
年
ハ

／
學
科
目

㎏数

一

物
理
學
、
雁
用
力
學
　

上
田
霊
線
専
門
學
校
規
則

’

三
三
二
三

三
九



㎞
よ
　
　
　
　
　
　
な
　
　

　
　
　
學
＝
一

二
三

機
械
工
學
大
亙

製
綜
機
、
械
論
＝

凶
酬
蜘
副
剰
⇒
記
＝
二

」
」

「
」

二
三 　

三
三
二

」
　
「
」
二
三

‘
二
「
∋
「

　
四
〇

三
．

黶
v
1
∋

三
三
二
「
」

製
糸
業
経
璽

毒
管
理
及
璽
論
　

」
…

三

一
商

事
　
要

三

＝

農
　
學
　
大

意
＝

　
　
　
　

］
　
三

三
一
」二二

麓
　
業
　
汎

論
　
一

慧
　
　
桑

論
　

二

殺
踊
、
乾
繭
及
貯
繭
＝

一

三
三

一
L

［
｜
「

二
三

剰
　
糸
　
學
＝

三
三

一
　

三
二
二
　

三
三
三



劇
ー
陶
、
司
魂
ー
翌
　
　
一

畔
　
　
　
旦
　
一

倒
　
　
　
　
　
一
一

⇒
ー
ー
認
⊃
熱
劉
酊
　
二
　
三

　
　

@
　
@
　
@
　

外
　
國
　
亙
．

儂
　
　
　
竺

　
　
　
計
　
　
｝

一

＝
…

　＝三 一
　
一
　
一
　
…

　
　

@
一

O
「
」

　
　
　
一
二
　
三

　
　
二
　
二

三
二

　
へ

三

　
　
　
一

L
　
「
‘
｝

二
　
｛

三二三
旦
　
旦

　
ロ
ー
ー
1

三
三

二
⊥
三
与

三
　
三
　
巨

二
口

二

二

二
…
　
三
　
三

三
ニ
ニ
・
二
天
二
旦

二
二

ー

二

＝
三
一
二

備
考

毎
週
敷
授
時
数
ハ
實
習
ノ
繁
閑
二
依
リ
之
ヲ
増
減
ス
ル
コ

身
ノ
毎
週
敷
授
時
数
ハ
之
ヲ
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
實
習
　
ノ
　
部第

一
學
年
一
、
第
，
ー
コ
學
年

ト
ア
ル
ヘ
シ
但
シ
修

學
年
　

笛
㌣
一
二
　
底
寸
　
勾

鴛
旬
／
／
③
鋼
舗
⇒
纏
議
牛
魎
≡
警
議
竺
鍵
一
竃

顯
　
微
　
鏡

［
墨
劉
週
　
　
　

上
田
叢
綜
専
門
學
校
規
則

四
一



上
田
鷲
…
綜
尊
門
學
校
一
魔

四
ご

繭
　
及

殺

生
糸
審

竺
無
亙
全
上

三
旦
全
上

言
上
三
上

蜥
、
乾
繭
、
貯
旦
無
定
旦
全
旦

＝
全
±
全
上

三
旦
宝

化
學
讃
附
水
纂
亘

一璽
時
三
上

製

糸
璽
旦
全
旦

撚

］

｛
三
上

㎞

篁

」
「

一
全
上
．
全
土

全
±

一

装
　
束
　
及
　
荷

造
璽
時
一
全
三

一
全
旦
全
上

ぎ
旦　

舞
時
三
上

色

染
＝

機

織
　

＝
全
±
全
旦璽

旦

一
圭
三
三

屑
製

已
」
｜
竺
無
葺
全
旦

　
全
上

旦

一璽
時

麓
　
　
見
　
　
飼

ヱ
舞
時
三
上

丁
上

三
上

一
全
上

頁
定
時
　

一
全
上

全
±

言
±
全
三

物
　
　
理

曄
膿
＝

一
全
上

匿
ユ

全
上
　
全
旦

　…



、

工劇螂
卒

ぽ
管
竺

⇒
劇
⇒
⇒
捌
　

業
　
論

一」一
　
　
＝
　
一

．
、
一
「
⊃

　
舞
止
全
三

゜
可
定
時
　

旦

　
無
闥
U

文
＝

言
土

…
璽
旦
全
上
一
全
上

三
、
學
年
、
學
期
及
休
業
日

第
六
條
　
學
年
ハ
四
月
一
日
二
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
二
終
〃

一
弟
♪
U
檎
ぬ
　
墨
’
年
ヲ
一
分
チ
ク
左
ノ
三
墨
丁
期
ト
ス

　
　
第
一
學
期
ハ
四
月
一
日
二
始
マ
リ
九
月
三
十
日
二
絡
ル

　
　
第
二
學
期
ハ
十
月
一
日
二
始
マ
リ
十
二
月
三
十
一
日
ユ
絡
ル

　
　
第
三
學
期
ハ
一
月
一
日
⇒
始
マ
リ
三
月
三
十
一
日
二
絡
ル

第
八
條
　
休
業
日
ハ
左
ノ
如
シ

　
　
一
、
　
祀
日
、
大
祭
日

　
　
　
　
上
田
遺
線
専
門
墨
校
規
則

四
三



…
パ

一
、二

一
、

一
、

上
田
賞
線
專
門
畢
校
一
魔

日
曜
日

本
校
記
念
日

春
季
休
業

夏
季
休
業

各
季
休
叢

自
四
　
　
月
　
一
　
n

至
四
　
月
十
五
日

自
九
　
　
月
十
六
日

至
九
　
　
刀
三
十
日

自
十
ご
月
二
十
一
日

至
翌
年
一
月
二
十
日

四
、
入
學
、
在
學
、
退
學
及
懲
戒

四
四

第
九
條
　
生
徒
ヲ
入
學
セ
シ
ム
ヘ
キ
時
期
ハ
學
年
ノ
始
メ
一
．
箇
月
以
内
ト
ス

第
十
條
　
各
學
科
第
一
學
年
二
入
學
ヲ
許
ス
ヘ
キ
者
ハ
品
行
方
正
、
志
望
章
固
、
年
齢
十
七
年
以

　
　
上
ノ
男
子
エ
シ
プ
左
ノ
各
號
ノ
一
二
該
當
シ
且
入
學
試
瞼
及
禮
格
槍
査
二
合
格
シ
タ
ル

　
　
者
タ
ル
ヘ
シ

　
　
一
、
中
學
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

　
　
二
、
　
専
門
學
稜
入
學
者
槍
定
規
程
二
捕
ル
試
験
槍
定
二
合
格
シ
タ
ル
者

　
　
三
、
專
門
學
校
入
學
者
槍
定
規
程
第
入
條
第
一
號
ノ
指
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桔

　
　
四
、
　
甲
種
程
度
ノ
實
業
學
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
但
シ
志
望
學
科
ト
同
種
類
若
ク
ハ
類
似

　
　
　
　
ノ
學
科
ヲ
修
メ
タ
ル
者
二
限
ル

　
　
前
項
第
一
號
第
三
號
叉
ハ
第
四
號
二
該
當
ス
ル
學
校
二
在
學
シ
本
校
入
學
試
験
期
日
前

　
　
二
卒
業
ス
ヘ
キ
見
込
ア
ル
者
ハ
當
該
學
校
長
ノ
謹
明
ヲ
得
タ
入
學
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト

　
　
ヲ
得

第
十
一
條
　
入
學
試
験
ノ
學
科
同
ハ
國
語
漢
文
、
英
語
、
数
學
、
物
理
、
化
學
、
動
物
、
植
物
ト
シ
中
學
校

　
　
卒
・
業
ノ
程
度
二
依
リ
之
ヲ
行
ヒ
別
二
艘
格
検
…
査
ヲ
行
フ

第
十
二
條
　
入
學
ヲ
出
願
ス
ル
者
ハ
第
二
條
二
掲
ヶ
タ
ル
學
科
中
二
就
キ
其
ノ
志
望
學
科
ヲ

　
　
定
メ
左
ノ
書
類
二
入
學
試
験
手
数
料
及
篤
真
（
入
學
志
願
前
六
箇
月
以
内
二
撮
影
シ
タ
〃

　
　
脱
帽
企
†
身
一
手
札
形
）
ヲ
添
へ
塵
゜
稜
長
二
差
出
ス
ヘ
　
シ

　
　
「

一

二
、

三
、

四
、

入
學
願
書
　
（
第
一
號
書
式
）

履
歴
書
（
第
二
號
書
武
）

戸
籍
抄
本

第
十
條
第
一
號
第
三
號
叉
ハ
第
四
號

上
田
薔
縣
専
門
學
校
規
則

工
該
當
ス
声
學
校
長
ノ
卒
業
誼
明
書
く
第
三
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



必

　
　
　
　
上
田
硫
蝕
綜
亭
門
墨
丁
校
　
一
咋
垣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
　
　
　
書
式
）
若
ハ
第
一
號
合
格
讃
明
書
（
措
四
號
書
式
）

第
十
三
條
　
入
學
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ア
者
ハ
共
ノ
許
可
ノ
日
ヨ
リ
ニ
十
日
以
内
二
保
証
人
ノ
署

　
　
名
セ
ル
拓
冨
堂
烏
（
鱗
m
五
幽
批
畿
ロ
式
）
ヲ
本
稜
二
差
山
山
ス
ヘ
シ

第
十
四
條
　
保
讃
人
ハ
成
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
プ
上
田
町
叉
ハ
同
町
附
近
ノ
地
二
住
所
ヲ
有

　
　
シ
生
徒
在
皐
中
二
係
ル
一
切
ノ
宙
宇
‥
件
二
就
キ
廿
『
ノ
責
二
任
ス
ヘ
キ
モ
ノ
タ
声
ヘ
シ

　
　
上
田
町
叉
ハ
伺
町
附
近
ノ
地
二
於
プ
保
讃
人
ヲ
得
難
キ
ト
キ
ハ
父
兄
叉
’
後
見
入
ヲ
以

　
　
ヲ
保
讃
人
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
五
條
　
保
謹
人
死
去
若
ク
ハ
前
條
ノ
資
格
ヲ
央
ヒ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
學
校
二
於
ブ
不
適
當

　
　
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
璽
二
7
保
讃
人
ヲ
定
メ
直
二
誓
書
ヲ
本
校
二
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
↓
ハ
條
　
　
保
一
讃
入
改
姓
、
改
名
、
改
印
。
顧
…
居
等
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
　
ハ
浦
～
二
届
岬
出
ツ
　
ヘ
　
シ

第
十
七
條
　
本
校
ヲ
退
學
シ
タ
ル
者
再
入
學
ヲ
願
出
ブ
タ
ル
ト
キ
ハ
訣
員
ア
ル
場
合
二
限
り
、

　
　
詮
議
ノ
上
試
瞼
ヲ
行
ヒ
原
級
以
下
二
入
學
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
但
シ
場
合
二
依

　
　
リ
試
顕
ヲ
省
略
ス
試
繊
ノ
全
部
ヲ
省
略
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
入
畢
試
鯨
不
歎
料
ヲ
徴
牧
セ
ス

第
十
八
條
　
生
徒
’
本
校
所
宇
～
ノ
制
゜
服
制
帽
ヲ
着
用
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨



会

第
＋
九
條
生
徒
疾
病
其
ノ
他
巳
ム
ヲ
得
ず
ル
事
由
二
依
り
紋
席
ス
ル
者
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
詳

　
　
記
シ
三
日
以
内
二
屈
出
ッ
ヘ
シ
但
シ
病
戴
ノ
爲
メ
候
席
七
日
以
上
二
亘
ル
者
ハ
聲
師
ノ

　
　
診
断
書
ヲ
添
付
ス
ル
ヲ
要
ス

第
二
十
條
　
生
徒
疾
病
二
依
り
引
績
キ
三
箇
月
以
上
修
業
シ
能
ハ
ス
ト
思
料
ス
〃
ト
キ
ハ
書

．
　
　
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
へ
保
讃
人
蓮
署
ヲ
以
〉
願
書
ヲ
學
校
長
二
差
出
シ
許
可
ヲ
得
ブ
其
ノ

　
　
學
年
間
休
學
ス
声
コ
ト
ヲ
得
但
シ
休
學
中
其
ノ
事
由
浦
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
許
可
ヲ
得
プ

　
　
一
學
科
目
叉
ハ
藪
撃
科
目
ノ
授
業
二
出
席
ス
ル
コ
・
ヲ
得

　
　
前
項
二
依
り
休
學
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
次
學
『
年
ノ
始
メ
ヨ
リ
更
二
原
級
ノ
課
程
ヲ

　
　
修
ム
ヘ
シ

鱈
邪

�
¥
一
條
　
生
徒
改
姓
、
改
名
、
改
印
、
聴
…
籍
等
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
直
二
届
出
ツ
ヘ
シ

　
　
但
改
姓
、
改
名
、
韓
籍
二
’
戸
籍
抄
本
ヲ
添
フ
ル
ヲ
要
ス

第
二
十
二
條
　
生
徒
在
學
中
兵
役
二
服
ス
ル
者
ハ
學
校
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ
其
ノ
間
休
學
ス
ル

　
　
コ
ト
ヲ
得

　
　
前
項
二
依
り
休
學
ヲ
許
可
セ
ラ
γ
タ
ル
者
服
役
ヲ
終
リ
タ
声
ト
キ
ハ
直
二
原
級
昌
復
蹄

　
　
　
　
上
田
露
締
専
門
學
校
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



’

　
　
　
　
ヒ
田
嶽
継
寡
門
學
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
入

　
　
ス
ヘ
シ

第
二
十
三
條
　
生
徒
犬
學
稜
長
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
ニ
ア
ラ
ず
‥
レ
ハ
他
ノ
學
校
二
入
り
叉
ハ
他

　
　
學
校
若
ハ
官
署
二
於
ヶ
ル
各
種
ノ
試
瞼
二
慮
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
前
項
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
ニ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
具
シ
保
讃
人
連
署
ノ
上
學
稜
長
二
願
出
ヅ
ヘ

　
　
シ

第
二
＋
四
條
生
徒
巳
ム
ヲ
得
ナ
ル
事
由
二
依
り
退
畢
セ
ソ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
具

　
　
シ
保
誰
人
連
署
ノ
上
學
稜
長
二
願
出
テ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
但
シ
疾
病
二
因
り
退
學
セ
ン

　
　
ト
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
願
書
二
蟹
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
付
ス
声
ヲ
要
ス
．

第
二
十
五
條
　
左
ノ
各
號
ノ
一
二
該
當
ス
ル
者
ハ
退
學
ヲ
命
ス

　
　
　
、

一

二
、

三
、

四
、

性
行
不
良
昌
シ
・
ブ
改
善
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
声
者

學
業
劣
等
若
ハ
身
艘
虚
弱
等
二
依
リ
成
業
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
者

引
纈
キ
一
箇
年
以
上
歓
席
シ
タ
ル
嵩
但
シ
休
學
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
此
ノ
限

リ
ユ
在
ラ
ス

正
當
ノ
事
由
ナ
ク
シ
〉
引
績
キ
三
十
日
以
上
挟
席
シ
タ
ル
者



　
　
五
、
　
正
営
ノ
事
由
ナ
ク
シ
ブ
屡
敏
席
シ
出
席
常
ナ
ラ
ず
ル
者

　
　
エ
ハ
、
　
授
業
‥
料
滞
゜
納
…
二
週
日
　
二
一
旦
ル
者

第
二
＋
六
條
生
徒
ニ
シ
．
・
7
枝
規
命
令
叉
ハ
訓
育
ノ
趣
旨
　
違
背
シ
其
ノ
本
分
ヲ
失
ヘ
リ
ト

　
　
認
ム
ヘ
キ
行
爲
ア
ル
者
ハ
學
校
長
之
ヲ
懲
戒
ス
　
　
　
　
　
　
“

　
　
懲
戒
ハ
分
プ
議
責
、
停
學
、
放
校
ト
ス

　
　
　
　
　
　
羅
、
修
業
及
卒
業

第
二
十
七
條
　
各
學
年
ノ
課
程
修
了
ハ
該
學
年
中
卒
素
ノ
勤
惰
及
學
業
ノ
成
績
等
ヲ
考
査
シ

　
　
テ
之
ヲ
定
ム

第
二
＋
八
條
前
條
ノ
考
査
二
合
格
セ
サ
ル
者
轟
ハ
攻
學
年
ノ
始
メ
・
り
原
級
ノ
課
程
ヲ
再

　
　
修
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

鰐
二
＋
九
條
巳
ム
ヲ
得
サ
ル
事
由
　
依
ツ
試
験
一
訣
席
シ
タ
ル
者
追
試
験
ヲ
受
ケ
ン
コ
ト

　
　
ヲ
願
出
・
ル
ー
ー
キ
ハ
詮
議
ノ
上
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
此
ノ
携
合
二
於
テ
の
次

　
　
學
期
ノ
始
メ
ニ
調
…
日
以
内
二
之
ヲ
行
フ

　
　
　
　
上
田
葺
綜
専
門
學
校
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
上
田
置
糠
裏
門
摂
校
二
　
　
　
　
　
　

゜
　
　
　
五
〇

第
三
＋
條
第
三
學
年
・
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
声
者
二
卒
業
璽
誉
・
授
奥
ス

第
三
十
一
條
　
第
三
學
年
ノ
成
績
考
査
二
合
格
セ
ナ
ル
者
ニ
ハ
本
人
ノ
希
塑
昌
依
夕
詮
議
ノ

　
　
上
修
業
讃
書
ヲ
授
與
ス
声
コ
ト
ァ
ル
ヘ
シ

第
三
十
二
條
　
成
績
考
査
工
關
ス
ル
細
則
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

六
、
特
待
生

第
三
＋
三
條
生
徒
品
行
方
正
ニ
シ
テ
學
業
二
熱
心
シ
一
學
年
中
・
成
績
優
良
ナ
ル
虐
ハ
皐

　
　
校
長
之
ヲ
選
・
・
グ
次
學
年
間
特
待
生
ト
爲
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
三
＋
四
條
特
待
生
ニ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
牧
セ
ス

第
三
＋
五
條
特
待
生
・
；
ク
其
・
費
格
ヲ
失
・
タ
ル
者
芦
直
・
唇
待
生
タ
ζ
ト
ヲ
罷
ム

七
、
入
學
試
鹸
手
数
料
、
授
業
料
實
習
實
齢
費

第
三
十
六
條
　
入
學
試
験
手
数
料
ハ
金
塑
圓
ト
ス

第
三
＋
七
條
嚢
㌫
二
學
年
本
科
生
及
研
究
生
ハ
金
戴
拾
五
圓
選
科
生
硲
拾
五
圓
ト



、

　
　
ス

　
　
外
画
人
ニ
シ
テ
特
別
二
入
學
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
授
業
料
ハ
一
學
年
本
科
生
及
研

　
　
究
生
ぷ
金
五
拾
圓
選
科
生
ハ
金
塑
拾
圓
ト
ス

第
三
十
八
條
　
授
業
料
ハ
一
箇
年
ヲ
左
ノ
三
期
二
分
チ
毎
期
ノ
始
メ
ニ
於
テ
之
ヲ
・
徴
敗
ス

　
　
　
　
　
　
　
本
科
及
研
究
生
　
　
同
選
科
生
　
外
國
人
本
科
及
研
究
生
　
間
選
科
生

　
　
竺
期
覇
畑
朋
金
拾
圓
　
金
五
圓
　
金
戴
拾
圓
　
　
金
拾
圓

　
　
第
二
期
華
ユ
繭
金
入
圃
　
金
五
圓
　
金
拾
五
圓
　
金
拾
圓

　
　
第
三
期
鎚
≡
朋
金
七
圓
　
金
五
圓
　
金
拾
五
圓
　
　
金
拾
圓
’

第
三
＋
九
條
研
究
生
及
選
科
生
ニ
ハ
實
習
、
質
瞼
二
要
ス
ル
費
用
・
蚕
部
若
ク
ハ
一
部
ヲ
徴

　
　
…
収
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
四
十
條
　
入
學
試
瞼
手
数
料
、
授
業
料
及
實
習
實
瞼
費
ハ
一
旦
納
付
ノ
後
ハ
何
等
ノ
事
由
ア

　
　
リ
ト
錐
モ
之
ヲ
返
付
セ
ス

第
四
十
一
條
　
實
業
學
稜
教
員
養
成
親
程
二
依
ル
學
資
補
給
希
望
者
二
封
シ
テ
ハ
其
ノ
禰
給

　
　
決
定
二
至
戸
迄
授
業
料
徴
敗
ヲ
猶
豫
シ
諦
給
生
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
徴
牧
セ
ス

　
　
　
　
上
田
慧
線
皐
門
學
校
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
上
田
藍
線
憲
門
學
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

第
四
十
二
條
　
停
學
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
者
叉
ハ
休
枝
ヲ
許
可
ゼ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
期
間
内

　
　
授
業
料
ヲ
徴
牧
セ
ス
但
シ
授
業
料
徴
牧
期
日
以
前
二
停
學
叉
ハ
休
學
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其

　
　
ノ
期
ノ
授
業
料
ハ
本
科
及
研
究
生
ハ
金
戴
圓
五
拾
銭
選
科
生
ハ
金
登
圓
五
拾
銭
外
國
人

　
　
本
科
及
研
究
生
ハ
金
五
圓
同
選
科
生
ハ
金
参
圓
ト
シ
’
ブ
指
定
ノ
日
二
於
プ
之
ヲ
納
付
ス

　
　
ヘ
シ

第
四
十
讐
一
條
　

左
ノ
各
號
ノ
一
二
該
堂
四
ス
ル
者
ノ
宜
（
ノ
期
二
於
ケ
戸
楓
江
坐
飛
料
ハ
蕪
ノ
月
ヨ
リ
’

　
、
一
箇
月
本
科
及
研
究
生
ハ
金
戴
閻
五
拾
磯
選
科
生
ハ
金
萱
瞬
五
拾
銭
外
國
入
本
科
及
研

　
　
究
生
ハ
金
五
圓
同
避
科
生
ハ
金
滲
圓
ノ
劉
ヲ
以
テ
指
定
期
日
以
内
二
納
付
ス
ヘ
シ
但
シ

　
　
納
付
金
ノ
緯
額
ハ
當
該
期
ノ
定
納
額
以
内
ト
ス

　
　
一
、
　
特
待
生
ノ
資
格
滑
滅
シ
タ
〃
者

　
　
二
、
停
學
ヲ
解
除
セ
ラ
レ
就
學
シ
タ
ル
者

　
　
三
、
　
休
學
ノ
事
故
止
ミ
就
學
シ
タ
声
讃
・

　
　
四
、
　
學
期
ノ
孚
途
二
於
プ
入
學
ヲ
許
秘
。
セ
ラ
ン
タ
ル
嵩

第
四
十
四
條
゜
授
業
料
ハ
定
日
二
納
付
ス
ヘ
シ
但
シ
定
日
以
後
二
入
學
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル



　
　
者
ハ
入
學
許
可
ノ
日
ヨ
リ
五
日
以
内
二
之
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
四
十
五
條
　
授
業
料
ヲ
箆
日
二
納
付
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
本
人
二
之
ヲ
催
告
シ
、
砲
納
付
セ
ず
ル

　
　
ト
キ
ハ
保
｛
謹
人
二
之
ヲ
催
告
ス

　
　
前
項
ノ
催
告
ヲ
受
ケ
伺
納
付
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
第
二
十
五
條
二
依
り
庭
分
ス

八
，
研
究
生

第
四
十
六
條
　
本
校
卒
業
嵩
ニ
シ
プ
既
修
ノ
學
科
目
⇒
就
キ
更
二
研
究
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ア

　
　
ル
ト
キ
ハ
詮
議
ノ
上
研
究
生
ト
シ
ク
ニ
箇
年
以
内
在
畢
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
四
＋
七
條
研
究
生
タ
ラ
ン
・
欲
ス
ル
者
三
（
ノ
研
究
セ
ン
ト
欲
ス
ル
事
項
及
在
學
ノ
期

　
　
間
ヲ
具
シ
タ
タ
願
書
ヲ
學
校
長
二
差
出
ス
ヘ
シ

第
四
十
八
條
　
研
究
生
ハ
學
稜
内
二
於
テ
研
究
工
從
事
ス
ル
渚
ト
ス
但
シ
必
要
ノ
場
合
二
於

　
　
テ
ハ
或
ル
期
間
ヲ
限
り
指
導
敷
官
指
揮
ノ
下
二
學
稜
外
二
於
テ
研
究
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
可

　
　
ス
声
コ
ト
ア
〃
ヘ
シ

第
四
十
九
條
　
研
究
生
（
其
ノ
研
究
事
項
ヲ
結
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
研
究
報
告
書
ヲ
撃
校
長
ニ

　
　
　
　
ヒ
田
慧
線
専
門
學
校
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
上
田
藍
綜
專
門
學
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
五
四

　
　
差
出
ス
ヘ
シ

第
五
＋
條
學
校
長
ハ
研
究
報
告
書
ヲ
考
査
シ
其
・
成
績
佳
良
ナ
リ
ト
認
メ
タ
戸
ト
キ
ハ
研

　
　
究
鐙
明
書
ヲ
授
與
ス

　
　
　
　
　
　
九
、
選
科
生

第
五
＋
一
條
本
校
所
定
ノ
各
學
科
・
中
一
學
科
目
若
ク
藪
學
科
目
ヲ
専
修
セ
ソ
。
ト
ヲ

　
　
願
出
ツ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
詮
議
ノ
上
選
科
生
ト
シ
テ
入
學
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
五
十
二
條
　
選
科
生
ト
シ
プ
入
學
ヲ
許
可
ス
ル
者
ハ
左
ノ
各
號
二
該
當
シ
且
本
校
二
於
テ

　
　
適
當
ト
認
ム
ル
者
二
限
ル

　
　
一
、
　
品
行
方
正
身
鵠
強
健
ナ
ル
墳

　
　
二
、
　
年
齢
即
蒲
十
♪
U
年
…
以
上
ノ
者
一

　
　
三
、
　
三
箇
年
以
上
引
績
キ
志
望
學
科
目
二
關
ス
〃
業
務
二
從
事
セ
ル
者
ヌ
ハ
實
業
，
學
校

　
　
　
　
ノ
卒
業
者

第
五
十
三
條
　
選
科
生
ノ
入
學
時
期
ハ
毎
學
年
ノ
始
メ
一
箇
月
以
内
ト
ス
但
シ
特
別
ノ
場
合



　
　
ニ
ハ
學
‘
年
ノ
恥
†
途
二
於
プ
入
學
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ァ
ル
ヘ
シ

第
五
＋
四
條
選
科
生
ニ
シ
テ
在
學
中
成
績
適
當
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
者
二

　
　
與
ス

ハ
修
業
謹
書
ヲ
授

十
、
寄
宿
舎
・

第
五
十
五
條
　
寄
宿
舎
二
關
ス
声
規
則
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

　
第
一
號
書
式
（
用
紙
美
濃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
入
學
願
書

　
私
儀
貴
稜
何
科
～
入
學
志
願
二
付
御
許
可
相
成
度
別
紙
履
歴
堂
『
卒
業
謹
明
書
｛
若
ク
ハ
専
門

　
學
校
入
學
潜
試
験
槍
定
合
，
格
謹
明
書
）
戸
籍
抄
本
、
入
墨
∴
試
瞼
手
数
料
及
篤
翼
相
添
此
段
相
願

　
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
佳
所

　
　
　
　
上
田
鴛
…
線
専
門
學
校
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
上
田
霞
綜
専
門
學
校
一
箆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
稲
戸
主
　
（
若
ク
ハ
戸
主
ト
ノ
績
柄
｝

　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
學
志
願
者
　
　
何
　
　
某
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
月
日
生

　
　
　
　
上
田
頴
綜
専
門
學
稜
長
何
某
殿

　
　
備
考
本
人
氏
名
ニ
ハ
‥
片
假
名
ヲ
附
ス
ヘ
シ

第
二
號
書
式
　
（
用
紙
美
濃
）

　
　
　
　
　
履
歴
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
輸
戸
主
（
若
ク
ハ
戸
主
ト
ノ
績
柄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
　
　
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
月
日
生

一
、

{
業



何
年
何
月
迄
何
地
官
公
私
立
何
學
稜
二
於
テ
若
ク
ハ
何
某
二
就
キ
何
學
修
業
何
年
何
月

　
何
地
官
公
私
立
何
學
校
二
於
プ
何
々
修
業
讃
書
若
ク
ハ
卒
業
謹
書
叉
ハ
品
行
謹
明
書
（
別

紙
爲
ノ
通
）
ヲ
受
ク
其
ノ
他
重
要
ノ
事
項

一
、

E
業

　
何
年
何
月
何
官
職
奔
命
若
ク
ハ
何
業
二
從
事
ス

　
何
年
何
月
退
官
塵
業
若
ク
ハ
現
今
何
官
在
職
何
業
従
事
等

一
。

ﾜ
罰

何
年
何
月
何
所
二
於
テ
何
々
ノ
賞
罰
ヲ
受
ク
等

一
、

ﾆ
業

　
何
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

右
ノ
通
相
違
無
之
候
也
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

第
三
號
書
式
　
（
用
紙
美
濃
）

　
　
　
　
　
　
　
卒
業
鐙
明
書

　
　
　
上
田
頴
締
専
門
畢
校
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
市



　
　
　
上
田
塞
縣
専
門
學
校
一
魔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，
五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
　
　
稀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
　
　
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
月
日
生

右
ハ
年
月
日
本
校
何
學
年
二
入
學
年
月
日
全
科
ヲ
卒
業
シ
タ
声
賓
若
ク
ハ
卒
業
ス
ヘ
キ
見

込
ノ
者
）
ナ
ル
コ
ト
ヲ
讃
明
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
年
月
日
　
　
何
地
官
公
私
立
何
學
校
長
何
某
印

第
四
號
書
式
　
（
用
紙
美
濃
）

　
　
　
　
　
　
讃
明
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
　
　
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
　
　
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
月
日
生

右
ハ
専
門
學
稜
入
學
者
瞼
定
規
程
二
援
り
年
月
日
本
続
二
於
テ
施
行
シ
タ
声
試
験
瞼
定
二

A
π
格
シ
タ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
諦
一
明
ス

　
　
　
年
月
日
・
　
　
　
　
句
地
官
公
立
何
學
校
長
－
何
　
某
　
印



第
五
號
書
式
，
（
用
紙
美
濃
）

三
銭

触
弧

誓
　
書

私
儀
今
般
貴
稜
へ
入
鰯
許
可
相
成
候
二
付
テ
ハ
校
規
命
令
及
訓
育
ノ
御
趣
貿
ヲ
迩
守
シ
専

心
學
業
ヲ
勉
働
可
致
候
伍
テ
誓
書
如
此
候
砲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
地
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
稀
戸
主
（
若
ク
ハ
戸
主
ト
ノ
績
柄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
　
　
　
　
　
　
年
月
日
生

右
何
某
在
學
中
御
規
則
等
堅
ク
相
守
ラ
セ
候
事
ハ
勿
論
退
學
後
タ
，
ト
モ
同
人
在
學
中
二

係
ル
一
切
ノ
事
件
ハ
拙
者
二
於
タ
引
受
申
候
此
段
保
讃
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
籍
地

　
　
　
上
田
織
綜
専
門
畢
校
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
五
九



上
田
鑑
懸
専
門
學
校
一
覧

年
月
日

族
稚
職
業

　
　
保
讃

人
　
　
何

六
〇某

　
　
印

年
月
日
生

上
田
麓
綜
専
門
學
稜
長
何
某
殿

第
一
條

　
ス

第
二
條

第
三
條

第
五
　
上
田
竃
縣
專
門
學
校
諸
規
程

　
　
一
、
校
務
分
掌
規
程

　
　
　
第
一
章
　
総
　
則

霧
嘉
；
竃
ノ
叢
決
聾
翌
二
非
ナ
レ
ハ
之
ヲ
施
行
ス
声
．
，
ヲ
得

分
掌
膓
霧
ノ
相
聯
關
ス
ζ
・
蕊
ヘ
プ
主
竃
ノ
合
議
ヲ
竺
シ

稜
務
ヲ
分
チ
テ
敷
育
及
事
務
ノ
ニ
ト
ナ
ス

　
　
　
第
二
章
　
敷
　
育



第
四
條

第
五
條

第
六
條

第
七
條

第
八
條

　
．
’
一
、

　
　
ニ
パ

　
　
三
、

　
　
四
ざ

　
　
五
、

　
．
六
、

　
　
七
、

　
　
入
一

敷
、
育
ヲ
分
チ
テ
敷
授
及
訓
育
ノ
ニ
ト
ス

殺
授
ハ
各
學
科
日
ノ
敷
官
之
ヲ
掌
ル

訓
育
ハ
生
徒
監
之
ヲ
掌
ル

　
　
　
　
第
三
章
　
　
事
　
　
務

事
務
ハ
庶
務
課
、
萩
務
課
、
生
徒
課
、
圃
害
課
及
會
計
課
ノ
五
課
ヲ
シ
タ
之
ヲ
分
掌
セ
シ
ム

庶
務
課
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
分
渠
ス

御
異
影
及
勅
語
謄
本
二
闘
ス
ル
事
項

稜
内
諸
儀
武
い
三
關
ス
声
事
項

畢
稜
長
ノ
官
印
及
學
校
印
ノ
保
管
二
闘
ス
ル
事
項

官
寅
及
雇
員
等
ノ
進
退
賞
罰
及
身
分
二
關
ス
グ
事
項

叙
位
、
叙
動
二
闇
ス
ル
事
項

規
則
ノ
制
定
公
布
及
命
令
ノ
傳
達
二
關
ス
ル
事
項

擾
文
書
類
ノ
接
受
、
駿
逡
、
審
議
立
案
及
其
ノ
整
理
保
管
二
關
ス
ル
事
項

統
計
報
告
二
関
ス
ル
事
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

上
田
欝
線
専
門
學
校
諸
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
そ



　
九
、

　
十
、

＋
一
、

　
十
二
、

　
十
三
、

十
四
、

　
十
五
．

　
十
六
、

第
九
條

　
　
一
、

　
　
二
、

　
　
三
、

　
　
四
、

　
　
五
、

上
田
慧
線
專
門
畢
校
一
檀

名
簿
、
履
歴
書
出
勤
簿
二
關
ス
ル
事
’
項

宿
直
二
關
ス
ル
事
項

會
議
二
關
ス
声
事
項

校
合
、
校
地
ノ
警
備
取
締
二
開
ス
μ
事
項

本
校
内
外
ノ
掃
除
及
除
雲
等
二
陶
ス
ル
事
項

傭
人
ノ
進
退
賞
罰
取
締
二
關
ス
ル
事
項

門
鑑
二
關
ス
ル
事
項

他
課
ノ
圭
管
昌
属
セ
ず
ル
一
切
ノ
事
項

敷
務
課
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
分
措
ス

致
室
、
敷
具
、
敷
材
ノ
整
理
保
管
二
關
ス
ル
事
項

標
本
室
二
關
ス
ル
事
項

生
徒
募
集
二
關
ス
声
事
項

授
業
及
學
科
工
關
ス
ル
事
項

生
徒
ノ
入
學
、
退
學
、
休
學
其
ノ
他
學
籍
二
關
ス
ル
事
項

六
二



　
　
六
、

　
　
七
、

　
　
入
、

　
　
九
。

　
　
十
、

　
十
一
、

第
十
條

　
　
二

　
　
二
、

　
　
三
、

　
．
四
、

　
　
五
、

　
　
六
、

　
　
七

特
待
生
及
生
徒
総
代
二
關
ス
ル
事
項

試
醸
二
關
ス
ル
事
項

修
學
旋
行
及
塞
親
二
關
ス
〃
事
項

敷
務
課
二
属
ス
ル
物
品
ノ
整
理
保
管
二
關
ス
ル
事
項

敷
務
課
二
贋
ス
戸
公
文
書
類
ノ
立
案
及
其
ノ
整
理
保
管
二
關
ス
ル
事
項

甘
六

m
他
一
叙
務
二
㎜
開
ス
ル
一
切
ノ
誕
－
項
－

生
徒
課
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
分
握
ス

生
徒
ノ
訓
育
及
賞
罰
二
關
ス
ル
事
項

生
徒
ノ
風
儀
取
締
＝
關
ス
ル
事
項

生
徒
ノ
集
會
及
印
刷
物
二
關
ス
戸
事
項

生
徒
ノ
衛
生
及
髄
格
検
査
二
關
ス
戸
事
項

生
徒
ノ
願
扇
等
二
關
ス
ル
事
項

生
徒
ノ
入
退
舎
、
外
泊
、
入
院
、
隔
…
省
及
旋
行
二
關
ス
タ
事
項

寄
宿
合
ノ
取
締
及
管
理
二
闘
ス
戸
事
項

上
田
綴
綜
専
門
樫
校
諦
魏
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
三



　
　
　
　
上
田
置
統
專
門
學
校
一
魔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

　
　
八
、
　
寄
宿
合
ノ
炊
事
及
出
入
商
入
二
關
ス
ル
事
項

　
　
九
、
非
常
事
鍵
二
關
ス
ル
事
項
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
十
、
生
徒
詞
二
周
ス
声
物
品
ノ
整
理
及
保
管
二
關
ス
ル
事
項

　
十
一
・
生
徒
課
二
厨
ス
ル
鷹
文
書
類
ノ
立
案
及
其
ノ
整
理
保
管
二
關
ス
ル
事
項

　
十
二
、
　
其
他
生
徒
取
締
二
闘
ス
ル
一
切
ノ
事
項

第
＋
一
條
圃
書
課
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
分
搬
ス

　
　
一
、
圃
書
ノ
出
納
及
保
管
二
關
ス
ル
事
項

　
　
゜
二
、
一
圃
書
ノ
貸
出
呂
關
ス
ル
事
項

　
　
三
、
　
書
庫
及
閲
覧
室
整
理
・
二
關
ス
声
事
項

　
　
四
、
　
圃
書
課
二
属
ス
ル
物
品
ノ
整
理
保
管
二
開
ス
ル
事
項

　
　
五
・
圓
書
課
二
属
ス
ル
公
丈
書
類
ノ
立
案
及
其
ノ
整
鯉
保
管
二
關
ス
ル
事
項

　
　
‥
ハ
、
　
其
ノ
他
間
一
書
一
二
關
…
ス
〃
　
一
切
ノ
康
一
項

第
＋
二
條
會
計
課
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
分
擦
ス

　
　
「
　
歳
入
歳
出
ノ
豫
算
及
決
算
二
關
ス
ル
事
項



二
、

三
、

四
、

五
、

六
、

七
、

八
、

第
十
三
條

　
　
セ
シ

第
十
、
四
條

第
＋
五
條

第
一
條

物
品
ノ
出
納
及
保
管
二
關
ス
ル
事
項

金
銭
ノ
出
納
及
保
管
二
關
ス
ル
事
項

官
有
財
産
及
費
金
ノ
監
理
二
關
ス
ル
事
項

校
禽
及
校
地
ノ
螢
繕
二
關
ス
声
事
項

ネ
用
物
品
ノ
畠
分
二
關
ス
ル
事
項

曾
計
課
二
鳥
ス
ル
公
文
書
類
ノ
立
案
及
其
ノ
物
品
ノ
整
理
保
管
二
關
ス
ル
事
項

其
ノ
他
曾
計
二
關
ス
〃
一
切
ノ
事
項

　
敷
務
謀
、
生
徒
磯
及
囹
書
課
ハ
敷
授
申
ヨ
リ
特
選
セ
ル
各
課
長
ヲ
シ
プ
乏
ヲ
管
理

ム
、　

庶
務
課
及
會
計
課
ハ
書
記
中
ヨ
，
特
選
セ
ル
各
課
長
ヲ
シ
テ
之
ヲ
管
理
セ
シ
ム

　
課
員
ハ
課
長
ノ
指
揮
二
從
ヒ
該
課
ノ
事
務
二
從
事
ス

　
　
二
、
職
員
服
務
規
程

新
任
者
ハ
着
任
ノ
日
ヨ
リ
七
日
以
内
＝
履
歴
書
及
宿
所
屈
ヲ
庶
務
課
二
印
鑑
屈
ヲ

上
田
慧
綜
専
門
學
校
諸
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
へ
　
の
へ

　
　
　
　
上
田
泣
綜
惑
門
殴
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
ノ
」
ノ

　
　
展
務
課
及
曾
計
課
⇒
差
出
ス
ヘ
シ

第
二
條
職
員
住
所
・
移
轄
シ
姓
名
印
章
ヲ
鍵
更
セ
グ
ト
キ
ハ
其
・
都
度
屈
出
ッ
ヘ
シ

第
三
條
職
員
登
校
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ス
先
・
出
勤
簿
二
捺
印
ス
ヘ
シ

第
四
條
職
員
出
勤
時
限
・
蓮
刻
ス
劣
又
ハ
執
務
時
間
雪
三
出
セ
ソ
ト
ス
7
キ
ハ
其

　
　
ノ
事
由
ヲ
具
シ
㌢
伽
學
校
長
二
一
回
出
ツ
ヘ
シ

第
五
條
　
職
員
病
気
共
ノ
，
他
ノ
事
故
二
依
り
歓
勤
セ
ン
ト
ス
〃
F
キ
ハ
出
勤
時
限
前
二
其
ノ

　
・
旨
届
出
ツ
ヘ
シ
但
シ
病
気
峡
勤
七
n
以
上
二
一
旦
ル
ト
キ
㌫
師
・
診
断
書
ヲ
添
フ
ヘ
シ

第
六
條
　
職
員
喪
工
営
リ
タ
ル
ト
キ
ぷ
死
渚
ト
ノ
關
係
及
服
忌
ノ
H
数
ト
ヲ
記
シ
タ
ル
届
書

　
　
ヲ
嵐
丁
枕
朕
長
二
差
出
ス
ヘ
シ

第
七
條
璽
霞
病
鼠
其
ノ
他
ノ
事
讐
依
リ
任
地
・
離
レ
ソ
よ
《
キ
曇
稜
長
ノ
許
可

　
　
ヲ
受
ク
ヘ
シ
但
賜
暇
中
ハ
旅
行
日
数
及
蕩
所
ヲ
記
シ
屈
出
ッ
ヘ
シ

第
八
條
職
員
出
癌
・
命
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
出
登
蹄
任
共
　
學
校
長
二
屈
出
ッ
ヘ
シ

　
　
復
命
書
’
蹄
任
綬
＋
日
以
内
二
學
稜
曇
蘂
出
ス
ヘ
シ
但
場
合
二
依
リ
ロ
頭
・
以
プ
復

　
　
命
書
〔
代
フ
戸
コ
ト
ヲ
得



第
九
條
職
員
官
廃
其
・
他
・
り
本
竺
経
由
セ
ス
シ
テ
直
・
爾
令
書
ヲ
受
グ
タ
ル
時
其
・

　
　
事
故
ノ
一
履
歴
上
ユ
關
…
係
ア
〃
モ
ノ
ハ
丘
ハ
ノ
都
度
塾
⇒
校
長
二
屈
　
出
ツ
ヘ
シ

三
、
校
馨
服
務
規
程

第
一
條

　
　
二

　
　
二
、

　
　
三
、

第
二
條出

校
シ
・
グ
治
療
ヲ
爲
ス

第
三
條

　
　
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合

第
四
條

第
五
條

校
蟹
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
声

生
徒
ノ
疾
病
治
療
二
閤
ス
ル
事
項

生
徒
ノ
身
艘
槍
査
二
關
ス
〃
事
項

其
他
學
校
術
生
二
闘
ス
ル
事
項

校
聲
ハ
休
業
日
ヲ
除
ク
外
隔
日
服
務
ス
ヘ
シ
但
急
患
者
ア
ル
ト
キ
ハ
何
時
’
ニ
ブ
モ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
シ

病
氣
其
ノ
他
ノ
事
故
ア
リ
タ
出
校
シ
難
キ
ト
キ
ハ
相
営
ノ
代
人
ヲ
出
校
セ
シ
ム
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

衛
生
上
ノ
施
設
二
闘
シ
ラ
バ
生
徒
課
長
ト
協
議
ス
ヘ
シ

校
聲
ハ
毎
月
一
回
學
校
ヲ
覗
察
シ
硯
察
後
一
週
聞
内
二
覗
察
簿
ヲ
生
徒
課
畠
差
出

上
田
．
ぷ
紬
　
百
W
門
學
校
諸
親
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七

二
於
プ
ハ
茸
ハ
ノ
氏
名
ヲ
屈
出
ツ
へ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ド

　
　
　
　
上
田
露
綜
蔦
門
學
校
一
魔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
．
ノ

　
　
ス
ヘ
シ

錨
六
條
稜
欝
生
徒
病
類
月
嚢
同
年
表
・
調
製
シ
月
室
翠
月
吾
年
表
墾
年
度
四

　
　
月
＋
五
日
迄
二
生
徒
課
二
差
出
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
翻
、
宿
直
規
程

第
一
條
書
記
及
皐
務
雇
餐
交
代
・
以
テ
鴛
一
名
宛
本
校
二
宿
直
勤
務
三
シ

　
　
宿
直
勤
務
・
璽
㌘
庶
務
課
長
之
・
定
・
學
稜
長
・
認
可
・
受
ク
ヘ
シ

第
二
條
宿
轟
問
；
勤
時
讐
・
誓
・
退
出
時
限
マ
プ
ト
ス
但
シ
休
業
三
於
ブ
ハ

　
　
出
勤
時
限
ヨ
リ
翌
日
ノ
出
勤
時
限
マ
テ
ト
ス

．
・
宿
直
潜
曇
務
引
縫
ゾ
後
二
芒
ハ
勤
務
時
限
後
ト
錐
モ
皐
校
ヲ
離
《
，
ト
ヲ
得
フ

第
三
條
　
宿
直
者
ハ
左
ノ
各
號
ノ
一
⇒
當
ル
ト
キ
ハ
除
番
ス

　
　
一
、
出
張
中
及
出
張
ノ
前
後
雨
日

　
　
二
、
　
三
日
以
上
ノ
訣
勤
中

゜
　
三
一
．
　
賜
‘
暇
叉
ハ
忌
引
中



矩
四
條
　
宿
直
者
ニ
シ
ブ
宿
直
シ
能
ハ
ず
ル
ト
キ
ハ
協
議
ノ
上
他
人
ブ
代
勤
セ
シ
ム
ル
コ
ゼ

　
　
ヲ
得

　
　
工
則
…
頂
嘱
ノ
櫨
吻
ム
ダ
ニ
輪
瓜
一
プ
ハ
廿
六
鳴
口
｛
栢
ロ
一
皿
口
μ
繰
融
二
記
工
戦
ス
ヘ
シ
．

第
五
條

第
六
條

　
　
一
．

　
　
二
．

　
　
三
、

　
　
四
、

第
七
條

　
　
文
書
い
直
チ

　
　
若
ク
ハ
庶
務
課
鑑
⌒
二
引
端
描
ク
ヘ
シ

第
入
條
宿
直
者
ハ
校
舎
各
室
ノ
鎖
鋪
ヲ
監
守
シ
火
元
戸
締
二
注
意
シ
夜
中
ハ
巡
硯
若
ク
ハ

　
　
小
使
ヲ
率
ヒ
ニ
回
以
上
校
含
ノ
内
外
ヲ
巡
脱
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
上
田
置
綜
轟
門
阜
校
諸
親
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
九

新
任
者
ハ
出
勤
日
ヨ
タ
起
算
シ
一
週
間
ヲ
脛
テ
宿
直
順
番
＝
一
加
入
セ
シ
ム

宿
直
者
ハ
宿
直
日
誌
二
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
シ
畢
稜
長
ノ
槍
閲
ヲ
受
ク
ヘ
シ

宿
直
ノ
年
月
日
及
宿
直
者
ノ
氏
名

宿
直
ノ
巡
硯
及
小
使
ノ
氏
名

接
受
畿
遊
シ
タ
ル
物
件

其
ノ
他
宿
直
中
庭
理
シ
タ
戸
事
項

宿
直
中
接
受
シ
タ
ル
電
信
、
親
展
公
文
書
及
速
達
ヲ
要
ス
下
認
ム
ヘ
キ
職
員
宛
ノ
私

　
　
　
二
宛
名
ノ
者
二
逡
付
シ
其
ノ
他
ノ
文
書
ハ
翌
日
宿
直
日
誌
ト
共
二
弐
番
者



　
　
　
　
上
田
謡
締
尊
門
學
校
一
魔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
〇

第
九
條
　
宿
直
中
近
火
其
他
非
常
ノ
異
鍵
起
声
ト
キ
ハ
學
稜
長
二
急
報
シ
且
臨
機
ノ
虎
置
ヲ

　
　
爲
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
異
成
績
考
査
規
程

第
一
條
　
學
菜
ノ
成
績
ハ
學
期
成
績
事
年
成
績
及
卒
叢
戒
績
二
騒
別
シ
テ
之
ヲ
考
査
ス

第
二
條
各
學
科
目
及
質
習
科
目
ノ
學
期
成
績
ハ
牢
素
ノ
虎
績
及
試
繊
成
績
二
依
り
〉
之
ヲ

　
　
定
ム

第
三
條
　
修
身
数
恩
、
測
量
．
圓
需
、
外
國
語
、
騰
操
及
實
習
科
日
ハ
受
持
激
官
ノ
見
込
二
依
リ
試
験

　
　
ヲ
省
暑
ス
戸
コ
ト
ヲ
得
其
ノ
他
ノ
畢
科
目
ト
麟
拒
最
維
學
期
ヲ
除
ク
ノ
外
試
駿
ヲ
省
略

　
　
ス
〉
コ
ト
ヲ
得

　
　
試
験
ヲ
省
略
セ
ル
ト
キ
ハ
手
素
ノ
成
綴
ヲ
以
夕
躍
期
成
績
ト
ス

第
四
條
　
試
瞼
ハ
各
學
期
末
ノ
指
定
H
二
於
ブ
之
ヲ
施
行
ス

　
　
但
必
要
ノ
場
合
二
於
〉
ハ
學
期
ノ
中
途
二
於
ブ
之
ヲ
施
行
ス
μ
コ
ト
ア
声
ヘ
シ

第
五
條
學
期
試
験
ハ
該
亭
期
申
工
修
了
シ
タ
ル
課
秤
二
付
之
ヲ
行
フ
但
最
終
學
期
入
試
験



ハ
該
學
年
叉
甲
二
修
了
シ
タ
ル
課
程
ノ
ム
エ
部
二
亘
リ
・
プ
之
ヲ
行
フ

第
六
條

　
　
一
、

　
　
二
、

各
科
目
ノ
學
年
成
績
ハ
左
ノ
如
ク
ニ
シ
プ
之
ヲ
定
ム

ニ
學
期
以
上
・
二
旦
ラ
ナ
ル
科
目
ハ
學
期
成
績
ヲ
以
．
テ
學
年
成
績
ト
ス

ニ
學
期
理
上
一
二
旦
レ
〃
科
目
ハ
學
期
成
績
ノ
和
ヲ
學
期
数
ヲ
以
プ
除
シ
タ
声
モ
ノ

ヲ
勘
タ
學
年
虚
績
ト
ス
但
試
験
ヲ
施
行
セ
ル
科
目
ハ
最
謬
學
期
成
績
ヲ
ニ
。
襲
ノ
他

ノ
學
封
戚
績
ヲ
一
芦
評
便
シ
タ
之
ヲ
定
ム

　
　
受
持
激
官
ハ
講
幾
時
閲
ノ
多
少
若
ク
ハ
實
習
ノ
繁
閑
二
依
夕
前
項
第
二
號
ノ
割
合
ヲ
勘

　
　
酌
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
蜷
ノ
蕩
合
二
於
〉
ハ
特
二
校
長
ノ
決
裁
ヲ
経
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
レ
工
條
　

學
年
鳳
疏
丞
y
均
顯
ハ
蹴
干
科
日
H
ノ
蛆
苧
楡
丁
成
線
楓
ノ
疋
T
均
跡
湘
二
實
潮
薗
科
目
ノ
卒
均
聯
醐
ヲ
加
へ

　
　
之
ヲ
ニ
分
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
　
．

第
入
條
　
卒
業
成
績
の
三
學
年
ノ
総
卒
均
顯
ヲ
加
へ
之
ヲ
三
分
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
九
條
　
成
綴
ハ
鮎
数
ヲ
以
テ
表
示
シ
各
科
目
ノ
最
高
貼
ヲ
｝
百
鮎
ト
ス

第
十
條
　
各
科
目
ノ
牢
均
纈
ノ
計
算
パ
ハ
一
鮎
未
満
ヲ
四
捨
五
入
ス

第
十
一
條
　
學
科
目
ノ
卒
均
瓢
震
習
科
目
卒
均
鮎
學
年
総
孕
均
顯
及
卒
業
成
績
ハ
小
数
分
位

　
　
　
　
上
田
観
蒜
寓
門
學
校
諸
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
上
田
薔
統
萬
門
州
學
．
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
ニ

　
　
ニ
止
メ
厘
位
ヲ
四
拾
五
入
ス

第
＋
二
條
左
・
各
號
　
該
當
ス
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
各
學
年
ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
モ
・
ト
ス

　
　
一
、
學
年
成
績
総
卒
均
黙
六
十
鮎
以
上
ナ
声
コ
ト

　
　
ニ
、
　
畢
科
目
學
年
成
績
各
五
十
顯
以
上
ナ
ル
コ
ト

　
　
三
、
學
年
成
績
六
十
瓢
未
蒲
ノ
科
目
激
科
目
総
数
ノ
牢
藪
以
上
二
上
ラ
ナ
〃
コ
ト

第
十
三
條
　
學
業
成
績
前
僚
二
合
格
セ
ず
ル
者
ト
難
モ
左
記
各
號
ノ
一
二
該
冨
ス
ル
者
ハ
敷

　
　
官
會
議
ヲ
経
テ
其
ノ
學
業
成
績
ヲ
審
案
シ
特
二
該
學
年
ノ
課
一
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ト
認

　
　
ム
ヘ
シ

　
　
一
、
前
條
第
一
號
及
第
二
號
ノ
資
格
ヲ
具
備
セ
ル
者

　
　
二
、
．
前
條
第
一
號
及
第
三
號
・
費
格
ヲ
具
備
シ
五
＋
織
未
蒲
四
＋
織
以
上
ノ
科
目
二
科

　
　
　
　
目
以
丙
ナ
ル
者

第
一
條

　
　
六
、
生
徒
心
得

本
校
生
徒
い
敷
育
勅
語
及
戊
巾
詔
書
ノ
趣
旨
ヲ
奉
惚
シ
以
ブ
立
身
報
國
ノ
基
礎
ヲ



　
　
確
立
ス
ヘ
シ

第
二
條
本
校
生
徒
ハ
左
記
ノ
綱
領
ヲ
迩
守
ス
ヘ
シ

　
　
一
、
霧
ノ
規
則
零
ヲ
馨
シ
師
逮
ノ
指
藷
戒
曇
順
三
シ

　
　
三
信
義
ヲ
重
ン
シ
廉
恥
ふ
ヲ
旬
・
質
素
勤
勉
ヲ
旨
ト
シ
以
7
謹
格
薗
重
・
風
ヲ
持
ス
ヘ

　
　
　
　
シ

　
　
三
、
職
員
二
劉
シ
プ
敬
禮
ヲ
行
フ
ヘ
キ
ハ
勿
論
相
互
・
間
二
於
テ
モ
亦
禮
譲
ヲ
厚
ク
ス

　
　
　
　
ヘ
シ

　
　
四
、
撮
生
＝
注
意
シ
身
艘
・
強
健
ヲ
圓
り
以
テ
快
活
・
精
祠
ト
進
取
・
氣
．
象
ト
ヲ
養
フ

　
　
　
　
ヘ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
五
・
志
操
プ
固
ク
シ
言
行
ヲ
慎
・
㌻
慕
校
・
生
徒
多
・
讐
・
汚
ス
・
行
爲
ア

　
　
　
　
ル
ヘ
カ
ラ
ス

第
三
條
本
校
生
徒
ハ
左
記
ノ
各
號
ヲ
盤
守
ス
ヘ
シ

　
　
一
、
　
掲
示
ハ
之
ヲ
掲
ク
シ
日
ヨ
リ
一
般
二
了
知
セ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ニ
依
，
能
ク
注
意

　
　
　
　
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
上
田
翻
綜
幕
門
畢
校
諸
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



二
、

三
、

四
、

五
、

六
、

七
、

八
、

上
田
葺
綜
専
門
畢
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

始
業
時
限
ニ
ハ
遅
滞
ナ
ク
致
室
⇒
入
リ
タ
所
定
イ
席
二
着
キ
授
業
維
ル
ト
キ
が
教

（
富
退
鷹
〔
娩
脳
静
二
退
康
W
ス
ヘ
シ

授
業
ノ
始
ニ
ハ
萩
官
敷
壇
二
昇
ヲ
魏
二
向
ヒ
シ
ト
キ
、
授
業
ノ
絡
ニ
ハ
致
官
ヨ
タ
授

埜
脳
ノ
碗
砲
ル
ノ
ロ
日
ヲ
告
ケ
シ
ト
キ
一
同
教
官
二
封
シ
立
櫓
｛
ス
ヘ
シ

授
雲
中
嚢
観
人
二
封
シ
敬
禮
ノ
爲
メ
教
官
教
壇
ヲ
降
リ
タ
㌘
ト
キ
ハ
一
同
直
二
立

禮
ス
ペ
シ

授
叢
時
聞
中
ハ
激
宮
ノ
許
可
ナ
ク
シ
テ
激
室
ヲ
出
入
ス
ル
コ
ト
ラ
得
ス

校
舎
内
ニ
ア
リ
テ
ハ
授
業
ヰ
ハ
勿
論
放
課
後
ト
錐
モ
静
粛
ヲ
旨
ト
シ
膿
嘆
ノ
行
爲

ア
戸
ヘ
カ
ラ
ス

帽
子
外
套
其
ノ
他
ノ
携
幣
品
が
必
ス
所
定
ノ
場
所
二
整
置
シ
敷
室
内
二
携
帯
ス
ヘ

カ
ラ
ス

病
気
…
其
ノ
他
ノ
毒
∴
故
ノ
爲
メ
着
［
用
ノ
必
理
一
ア
ル
ト
キ
ハ
各
二
激
官
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ

シ
W
幌

�
鴻
j
在
リ
テ
ハ
所
定
ノ
｛
場
㏄
肌
以
外
二
於
ブ
M
飲
・
食
喫
煙
ス
ヘ
カ
ラ
ス



　
九
、
　
園
体
ヲ
組
織
セ
ン
ト
欲
セ
”
必
ス
生
徒
監
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

　
＋
、
集
倫
二
於
・
ブ
ハ
左
ノ
各
項
二
從
フ
ヘ
シ

　
　
イ
、
校
・
曾
ノ
内
外
ヲ
願
‥
ハ
ス
血
集
＾
曾
セ
ソ
ト
ス
戸
ト
キ
バ
豫
メ
生
徒
課
…
ゴ
届
出
ツ
ヘ
シ

　
　
。
、
集
會
ノ
爲
メ
校
舎
綴
具
ヲ
借
用
セ
ン
ト
ス
μ
ト
キ
ハ
豫
メ
生
徒
課
ノ
許
可
ヲ
受

　
　
　
　
ク
ヘ
シ

＋
一
、
生
徒
誤
・
詩
可
ヲ
得
ζ
非
ナ
∨
ハ
校
舎
内
　
掲
示
張
札
ヲ
爲
ス
・
事
ヲ
得
ス

十
二
、
　
各
學
期
ノ
鱈
メ
各
級
生
徒
ハ
正
副
二
名
ノ
総
代
ヲ
選
畢
シ
激
務
課
二
届
出
ッ
ヘ
シ

十
三
、
・
本
竈
ノ
国
品
ハ
嘗
該
物
品
盈
守
雷
ノ
許
可
ヲ
得
ル
ニ
非
ず
レ
卸
之
ヲ
使
用
帯
出
ス

　
　
　
ル
コ
ト
ツ
得
ス

＋
四
、
本
校
ノ
物
品
ハ
専
ラ
鄭
重
二
之
ヲ
取
扱
フ
ヘ
シ
若
シ
過
チ
テ
殴
損
若
ク
ハ
紛
失
シ

　
　
　
タ
ル
ト
キ
〔
直
二
屈
出
プ
指
…
揮
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
一
條

七
、
生
徒
襯
服
規
程

生
徒
ノ
制
服
ハ
左
ノ
如
シ

上
岡
蕊
綜
専
門
學
校
話
規
程

七
五



上
田
頴
綜
宮
門
學
校

一
、
正
帽

一
、

ｪ
帽

　
、

ｳ
服
衣

地
質

徽
章縁

眼
庇

願
紐

製
式

地
質

徽
章

帯
巾

製
式

地
質釦

襟
堂

　
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

黒
絨

真
鍮
製
、
形
状
圓
ノ
如
シ

黒
綾
織

黒
革

黒
革
幅
三
分
五
厘
、
釦
経
三
分
三
厘
、
形
状
服
釦
二
圃
シ

圓
ノ
如
シ

萎
藁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

正
帽
ノ
珊
徽
出
早
二
闇
凹
シ

黒
無
地

普
通
編
方
孚
編

黒
ヘ
ル

翼
鍮
製
、
胸
釦
七
分
五
個
、
袖
釦
五
分
二
個
、
形
状
圓
ノ
如
シ

眞
鍮
製
、
　
左
襟
二
養
鐡
科
生
ハ
桑
葉
、
製
縣
科
生
ハ
右
襟
二
綜
窓

ノ
章
ヲ
附
ス



一
．

一
、

一
、

一
、

帽子

　
　
　
製
式
　
立
襟
ハ
脊
廣
形
圓
ノ
如
シ

　
袴
　
地
質
　
黒
ヘ
ル

　
　
　
製
式
　
圏
ノ
如
シ

暮
服
　
地
質
　
霜
降
セ
ル

　
　
　
其
ノ
他
正
服
二
同
シ

外
套
　
地
質
　

黒
メ
ル
ト
ン

　
　
　
釦
　
　
一
列
隠
釦

　
　
　
製
式
口
折
襟
圓
ノ
如
シ

靴
　
　
黒
革
製

脚
絆
　
白
麻
製

　
　
　
　
　
　
　
襟
　
章

　
　

上
田
欝
綜
専
門
學
校
諦
籾
程

渚
七



略
帽

徽
章

上
田
竃
綜
専
門
學
校
一
壇

．

衣

前
　
面

背

七
八

　
L

面
⊃



袴

㊨

」

外
套
ノ
前
面

上
田
置
綜
専
門
學
校
諸
規
程

七
九



、

句

上
田
意
線
、
専
門
學
校
一
覧

外
套
ノ
背
面

實
習
服
前
面

入
、
○

ノ



同

、
≡
、
、

上
田
敬
線
専
門
學
校
諸
視
程
、

バ
ー
ー

ノ

・
ソ
゜

　
　
　
　
べ
　
、
プ

、
ノ
／
ノ
C
、

臥

入
…

噂



上
倒
鐙
綜
専
門
阜
校
一
豊

入
二

實
習
服
後
面



同

第
二
條

　
　
一
、

　
　
二
、

　
　
三
－

生
徒
〔
左
ノ
場
合
二
於
プ
ハ
制
服
ヲ
着
用
ス
ヘ
シ

本
校
二
出
入
ス
ル
ト
キ
但
寄
宿
生
ハ
含
内

本
稜
生
徒
タ
ル
コ
ト
ヲ
表
示
ス
戸
ト
キ

特
二
本
校
ヨ
リ
指
定
ス
〃
’
ト
キ

上
田
湿
孫
専
門
畢
校
諸
規
程

二
在
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ワ
ニ
ア
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



　
　
　
　
上
田
欝
縣
専
門
學
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

笛
ニ
ニ
條
　
　
生
徒
ハ
⊥
ハ
月
…
日
ヨ
リ
九
月
ニ
ニ
十
日
マ
〉
ハ
‥
特
⇒
拍
帽
定
シ
タ
ル
］
場
A
質
ノ
外
略
服
ヲ

　
　
着
用
ス
ヘ
シ

第
四
條
　
生
徒
ハ
前
條
ノ
期
間
内
二
限
り
略
服
ヲ
着
用
ス
ρ
コ
ト
ヲ
得
但
儂
操
、
儀
式
其
ノ
他

　
　
特
別
ノ
指
定
ア
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
リ
ニ
ァ
ラ
ス

第
五
條

　
　
一
、

一
、

第
⊥
ハ
條

第
七
條

第
八
條

生
徒
ハ
實
習
ノ
蕩
合
二
於
プ
ハ
左
ノ
如
キ
實
習
服
ヲ
着
用
ス
ヘ
シ

衣
　
地
質
　

ヵ
ー
キ
色
小
倉

　
　
製
式
　
圃
ノ
如
シ

袴
　
地
質
　
衣
二
同
シ

　
　
製
式
　
圓
ノ
如
シ

生
徒
外
出
ス
π
ト
キ
ハ
制
帽
、
制
服
叉
ハ
制
帽
及
袴
ヲ
着
用
ス
ヘ
シ

新
入
生
徒
ハ
五
月
一
日
マ
・
フ
ニ
制
服
ヲ
調
製
着
用
ス
ヘ
シ

研
究
生
及
選
科
生
ノ
服
装
ハ
別
二
之
ヲ
定
メ
ス
但
生
徒
タ
ル
ノ
禮
ヲ
失
ハ
ナ
μ
コ

ト
ヲ
要
ス

㎜
選
科
生
ニ
シ
タ
正
服
マ
ハ
ハ
路
服
ヲ
誇
用
ス
ル
ト
キ
ハ
襟
土
早
ヲ
省
二
階
ス
ヘ
シ



八
、
寄
宿
舎
細
則

　
　
　
　
　
　
　
第
一
章
　
　
総
　
　
則

竺
條
箒
三
菖
ノ
蓋
・
讃
三
・
所
ナ
声
・
以
・
寄
宿
生
ハ
常
曇
覧
行

　
　
ヲ
旨
ト
シ
心
身
ノ
修
養
二
務
ム
ヘ
シ

第
二
條
寄
宿
生
幕
星
徒
監
ノ
指
讃
訓
・
一
讐
饗
ヲ
旨
ト
シ
禮
塞
嚢
律
衛
生

　
　
ヲ
重
ス
ヘ
シ

第
三
條

第
四
條

第
五
條

　
　
一
、

　
　
三
、

第
六
條

寄
宿
舎
ハ
毎
年
一
月
二
＋
日
二
開
キ
＋
二
月
二
＋
二
日
二
閉
ッ

寄
宿
生
ノ
諸
願
書
竺
総
へ
’
プ
稜
長
宛
・
認
・
生
徒
監
ヲ
響
ブ
差
出
ス
ヘ
シ

寄
宿
舎
ニ
ハ
左
ノ
帳
簿
ヲ
備
フ
毛
ノ
ト
ス

寄
宿
合
日
誌
　
　
二
、
　
寄
宿
生
名
簿

”
炊
皐
決
葺
　
表
　
　
　
四
、
　
縮
…
口
叩
一
堂
帳

　
　
　
　
第
二
章
　
　
入
舎
及
退
舎

入
舎
セ
ン
ト
欲
ス
ル
毛
ノ
ハ
左
ノ
書
式
二
依
リ
願
書
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
五

上
田
綴
縣
専
門
學
校
諸
…
規
程



　
　
　
　
上
田
パ
融
締
専
門
墨
雨
校
　
一
　
監
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
八
六

　
　
　
　
　
　
　
入
舎
願

　
　
私
儀
今
般
御
校
寄
宿
含
へ
入
含
致
度
候
二
付
御
許
可
相
成
度
保
謹
人
蓮
署
ヲ
以
テ
此
段

　
　
相
願
候
也

　
　
　
　
年
月
　
日
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
何
科
何
年
生
　
　
氏
ト
，
名
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
　
讃
　
人
　

氏
　
名
　
印

　
　
　
　
　
　
學
校
長
宛

第
七
條
　
己
ム
ヲ
得
ナ
ル
事
情
ノ
爲
メ
退
舎
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
理
由
ヲ
詳
記
シ
保

　
　
讃
人
連
署
ヲ
以
タ
顧
出
ッ
‘
ヘ
シ

　
　
但
シ
病
氣
二
依
ル
モ
ノ
ハ
墨
O
稜
轡
ノ
診
蹴
剛
書
ヲ
添
フ
ヘ
シ

　
　
　
己
ム
ヲ
得
ず
ル
事
惰
二
依
り
學
校
讐
ノ
診
断
書
ヲ
添
付
シ
得
ず
ル
モ
ノ
ハ
他
ノ
書
師

　
　
　
ノ
診
断
書
ヲ
以
ブ
之
二
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
↓
八
條
　

生
可

h
合
ロ
ノ
都
W
ム
貿
上
已
妙
要
ア
ル
ト
・
キ
ハ
退
金
セ
シ
ム
ル
コ
ト
・
ア
ル
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
第
三
章
　
　
起
臥
及
酒
掃

第
九
條
　
起
床
就
床
ノ
時
間
ハ
季
節
二
膳
シ
時
々
之
ヲ
定
ム



●

第
＋
條
病
気
其
ノ
他
特
別
ノ
皐
竺
依
－
規
定
時
間
外
二
就
床
若
ク
ハ
自
修
セ
ン
ト
欲
ス

　
　
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
旨
生
徒
監
二
願
出
テ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
＋
一
條
毎
朝
農
・
り
朝
食
；
・
間
多
食
竺
時
澗
内
三
曇
自
室
内
及
所
定

　
　
ノ
椎
切
所
ノ
掃
除
救
エ
理
，
ヲ
爲
ス
　
ヘ
　
シ

第
＋
二
條
毎
週
6
室
内
・
大
掃
除
ヲ
爲
シ
生
徒
監
・
検
査
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
＋
三
條
毎
日
當
番
・
定
・
順
次
両
便
所
・
掃
除
・
爲
シ
生
徒
監
・
槍
査
・
受
ク
ヘ
シ

第
＋
四
條
衣
服
敷
布
襯
衣
壁
時
々
洗
濯
シ
’
プ
清
潔
・
保
ッ
ヘ
シ
洗
濯
；
成
自
ラ
努
二

　
　
任
シ
所
定
ノ
場
所
二
於
プ
ス
ヘ
シ

第
＋
五
條
寝
具
ハ
時
々
所
定
ノ
場
所
二
於
タ
日
光
二
曝
ス
ヘ
シ

第
十
エ
ハ
條
　
毎
月
一
回
輪
番
ニ
ヲ
八
曾
外
ノ
エ
〈
掃
除
ヲ
行
フ
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
章
　
　
自
修
及
顯
槍

第
＋
七
條
自
修
時
間
系
節
二
依
リ
プ
鍵
要
ζ
・
ア
ζ
起
床
．
リ
始
業
時
間
＝
プ

　
　
及
門
限
ヨ
リ
就
床
時
間
三
ブ
ノ
間
二
於
テ
時
間
ヲ
定
メ
之
ヲ
行
フ
モ
．
ト
ス

第
十
入
條
　
自
修
時
間
中
ハ
静
粛
二
勉
學
シ
狼
リ
ニ
自
席
ヲ
離
レ
昔
讃
叉
ハ
談
話
ヲ
爲
ス
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
七

　
　
　
　
上
田
錨
線
専
門
禦
校
諸
規
稚



●

・

　
　
　
　
上
田
籔
綜
専
‥
門
墨
校
一
聾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
入

　
　
ヵ
ラ
ス

第
十
九
條
　
人
員
槍
査
ハ
朝
夕
及
臨
時
二
之
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
章
　

外
出
及
蹄
省

第
二
十
條
　
外
出
時
聞
ハ
毎
日
放
課
後
ヨ
リ
門
限
マ
プ
ト
シ
休
業
日
ハ
起
床
ヨ
リ
門
限
マ
タ

　
　
ト
ス

第
二
十
一
～
條
　
外
出
ノ
際
ハ
制
…
帽
、
制
服
若
ク
ハ
和
服
二
制
帽
及
〔
袴
ヲ
着
用
ス
ヘ
シ

第
二
十
二
條
　
外
出
及
蹄
禽
ノ
際
ハ
所
定
ノ
窮
札
ヲ
酬
シ
プ
之
ヲ
士
衣
ハ
ス
ヘ
シ

第
二
十
三
條
　
己
ム
ヲ
得
ナ
戸
事
情
ア
リ
テ
外
出
叉
ハ
外
泊
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
豫
メ
生

　
　
徒
監
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
二
十
四
條
　
外
泊
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
外
泊
先
ノ
謹
明
書
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

第
二
十
五
條
　
前
二
十
三
條
ノ
手
績
，
ヲ
経
ル
ノ
遽
ナ
ク
シ
・
プ
外
泊
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
外
泊
先
ノ

　
　
証
…
明
垂
旨
二
始
・
茱
嚢
田
ヲ
添
へ
保
一
誰
人
ノ
拾
…
印
ヲ
…
得
’
ブ
差
出
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
エ
ハ
出
早
　
　
　
疾
病
及
‥
駅
賠
…

第
二
十
⊥
ハ
條
　
病
氣
ノ
兆
候
ア
〃
ト
キ
ハ
直
二
室
長
二
・
甲
出
・
ブ
生
徒
一
盤
ノ
指
橿
叩
ヲ
詰
…
フ
ヘ
シ



第
二
十
七
條
　
病
氣
二
罹
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
學
稜
欝
ノ
診
断
二
依
リ
テ
舎
内
ノ
病
室
若
ク
ハ
病

　
　
院
エ
入
ラ
シ
メ
叉
ハ
父
兄
若
ク
ハ
保
謹
人
二
蓮
知
シ
ブ
引
取
ラ
シ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
章
　
　
學
　
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

第
二
十
八
條
　
寄
宿
生
ハ
宿
舎
料
ト
シ
テ
指
定
ノ
日
二
一
ケ
丹
金
五
十
銭
ヲ
十
六
日
以
後
入

　
　
舎
シ
タ
ル
屯
ノ
ハ
小
†
額
ヲ
納
ム
ヘ
シ

・
第
二
十
九
條
　
寄
宿
生
ハ
毎
月
學
資
金
出
納
計
算
表
ヲ
作
リ
生
徒
監
二
差
出
ス
ヘ
シ

第
三
＋
條
寄
宿
生
ハ
金
銭
・
貸
借
ヲ
爲
ス
ヘ
カ
ラ
ス
但
シ
己
ム
ヲ
得
サ
〆
塩
合
が
其
ノ
事

　
　
由
ヲ
生
徒
監
二
由
W
出
ッ
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
章
　

編
成
及
役
員

第
三
＋
一
條
寄
宿
舎
ヲ
ニ
部
二
分
チ
各
部
　
総
代
副
総
代
各
室
二
室
長
副
室
長
ヲ
置
ク

第
三
＋
二
條
各
役
員
ハ
生
徒
・
互
選
二
依
リ
生
徒
監
之
ヲ
選
任
ス
其
・
任
期
ハ
一
學
期
間

　
　
ト
ス

第
三
＋
三
條
各
室
ノ
人
員
ハ
學
期
ノ
励
昌
於
テ
組
換
ヲ
爲
ス
毛
ノ
ト
ス

第
三
十
四
條
　
総
代
ハ
生
徒
監
ノ
旨
ヲ
受
ケ
舎
内
ノ
整
理
及
風
儀
ノ
振
粛
二
當
り
且
ッ
舎
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
し

　
　
　
　
上
田
猛
締
専
門
學
校
諸
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
．
プ



　
　
　
　
上
田
頴
線
專
門
學
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

　
　
二
命
命
達
示
ノ
傳
達
及
其
ノ
部
ノ
代
表
ヲ
籏
ス
モ
ノ
ト
シ
室
長
ハ
其
ノ
室
ヲ
代
表
ス
ル

　
　
毛
ノ
ト
ス

第
三
十
五
低
　
総
代
及
室
長
不
在
叉
ハ
病
氣
ノ
時
ハ
副
総
代
及
副
室
長
ヲ
シ
プ
代
理
セ
シ
ム

　
　
　
　
　
　
　
．
　
第
九
章
　
　
炊
事
及
食
事

］
第

O
十
⊥
ハ
條
　
　
炊
一
亭
ぷ
内
日
炊
ノ
方
法
一
一
依
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
＋
七
條
各
部
ヨ
リ
炊
声
委
員
各
五
名
ヲ
互
選
ス
其
ノ
任
期
ニ
ケ
月
間
ト
ス

第
三
十
入
條
　
炊
事
委
員
ハ
生
徒
監
督
ノ
下
二
炊
夫
ヲ
措
揮
シ
プ
庖
厨
管
理
ノ
任
二
當
ル
毛

　
　
ノ
ト
ス

．
第
三
十
九
條
　
炊
事
委
員
ハ
次
週
分
ノ
献
立
豫
定
表
ヲ
作
り
前
週
金
曜
日
マ
〉
二
生
徒
監
二

　
　
差
出
シ
許
可
ヲ
受
ク
声
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
條
　
炊
事
委
員
ハ
炊
事
二
關
ス
ル
一
切
ノ
諸
帳
箭
ノ
記
入
ヲ
明
カ
ニ
シ
毎
月
末
日
二

　
　
於
ブ
其
ノ
月
ノ
實
費
総
額
ヲ
計
算
シ
炊
事
決
算
表
ヲ
作
り
生
徒
監
ノ
検
印
ヲ
得
・
ア
寄
宿

　
　
生
昌
報
告
ス
戸
モ
ノ
ト
ス

鵠
四
＋
叫
條
食
費
ハ
総
；
日
割
；
計
算
シ
敏
食
蓮
績
二
日
以
上
二
τ
フ
サ
《
食
費



　
　
ヲ
控
除
セ
ス
但
シ
敏
食
セ
ン
ト
ス
〃
ト
キ
ハ
豫
メ
炊
事
委
員
エ
屑
出
ツ
・
ヘ
シ

第
四
十
二
條
　
飲
食
ハ
生
徒
監
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
時
ノ
外
食
堂
外
二
於
タ
爲
ス
へ
ヵ
ラ
ス

第
四
十
三
條
　
食
物
不
良
ノ
モ
ノ
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
炊
事
委
員
二
通
告
ス
ヘ
シ

　
　
」
直
二
炊
夫
ヲ
畿
叩
問
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
四
十
四
條
　
炊
夫
傭
入
解
傭
給
料
等
二
關
シ
プ
ハ
生
徒
監
ハ
炊
事
委
員
ト
協
議
ス
ル
モ
ノ

　
　
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
章
　
　
雑
　
　
則

第
四
十
五
條
　
致
科
書
及
之
二
踊
ス
μ
嚢
考
書
外
ノ
書
籍
雑
誌
等
ハ
豫
メ
生
徒
監
ノ
許
可
ヲ

　
　
但
丹
昌
ノ
題
四
端
眠
ス
ヘ
シ

告
万

l
十
‥
ハ
條
　
　
寄
宿
生
ハ
學
科
ノ
盤
…
暇
畠
於
・
ブ
可
成
二
雷
園
ノ
耕
転
、
飼
士
巴
等
二
從
事
シ
麿
ハ
業
ノ
　
”

　
　
趣
味
多
キ
ヲ
知
り
且
ッ
経
濟
ノ
思
想
ヲ
養
フ
ヘ
ン

第
四
十
七
條
　
寄
宿
生
ハ
毎
月
一
回
（
第
四
土
曜
日
二
於
テ
）
本
校
職
員
ヲ
請
シ
テ
茶
話
會
ヲ
開

　
　
キ
師
弟
圃
璽
ノ
間
二
思
想
ヲ
交
換
シ
親
睦
ヲ
圖
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
會
日
ハ
郡
合
二
依
フ

　
　
繰
換
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
　
　
　
上
田
慧
線
專
門
學
校
諸
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
　
上
田
智
幽
綜
専
門
學
校
一
甥

第
四
十
八
條
　
寄
宿
生
ハ
左
ノ
件
々
二
注
意
ス
へ

一
、

一
、て

一
、

一
、

一
、

一
、

第
四
十
九
條

九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

狸
リ
ニ
炊
事
蕩
二
立
入
り
或
ハ
許
可
ナ
ク
炊
夫
ヲ
使
役
ス
ヘ
カ
ラ
ス

職
員
ノ
案
内
セ
ル
書
観
者
・
二
職
員
ト
同
一
ノ
敬
意
ヲ
表
ス
ヘ
シ

起
臥
、
喫
飯
、
沐
浴
、
外
出
、
門
限
等
ノ
時
間
ハ
嚴
二
之
ヲ
守
〆
ヘ
シ

來
訪
者
ア
ル
ト
キ
ハ
生
徒
監
ノ
許
可
ヲ
得
プ
臆
接
室
晶
於
・
グ
面
會
ス
ヘ
シ

寄
宿
含
二
於
ブ
飲
酒
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

火
ノ
一
兀
二
關
シ
プ
ハ
各
自
相
一
誠
メ
，
火
鉢
以
外
二
煙
草
ノ
吸
殻
ヲ
棄
ツ
ヘ
カ
ラ
ス
室

ヲ
離
ル
・
ト
キ
若
ク
ぶ
就
床
ノ
ト
キ
ハ
特
二
注
意
ス
ヘ
シ

寄
宿
舎
備
付
ノ
器
物
ヲ
殿
損
若
ク
ハ
一
紛
失
’
シ
タ
〃
モ
ノ
ハ
其
ノ
冒
屈
出
ツ
ヘ
シ

但
シ
場
合
二
依
ヲ
テ
ハ
之
ヲ
辮
償
セ
シ
ム

　
　
入
舎
ノ
際
ニ
ハ
指
定
以
外
ノ
物
品
ヲ
携
帯
ス
ベ
カ
ラ
ス

九
、
通
學
規
程

第
一
條
　
通
學
生
ハ
宿
所
選
定
ノ
日
ヨ
ソ
五
日
以
内
二
本
稜
所
定
ノ
用
紙
ユ
認
メ
タ
声
宿
所



　
　
届
…
ヲ
生
徒
一
諜
二
…
差
出
ス
ヘ
シ
宿
所
エ
饗
百
W
ノ
…
場
合
毛
亦
…
同
シ

第
二
條
　
通
阜
生
ハ
本
模
所
定
ノ
標
札
二
姓
名
ヲ
記
載
シ
プ
宿
所
ノ
門
戸
二
掲
ク
ヘ
シ

第
三
ぱ
　
通
學
生
ハ
本
校
職
員
叉
ハ
本
校
生
徒
一
名
以
上
ト
同
宿
ス
ヘ
シ
但
シ
父
兄
其
ノ
他
ノ

　
　
鷺
園
ノ
宿
所
ヨ
リ
通
學
ス
ル
者
叉
止
ム
ヲ
得
ず
ル
事
情
・
ア
〆
者
ぷ
此
ノ
限
リ
ニ
ア
ラ
ス

第
四
條
蓮
學
生
ノ
宿
所
・
；
プ
不
適
當
ナ
・
ト
認
ム
声
ト
キ
ハ
日
ヲ
限
り
・
プ
之
ヲ
麺
更
セ

　
　
シ
ム

第
五
條
　
宿
所
屈
用
紙
叉
ハ
標
札
ハ
生
徒
課
ヨ
ヲ
交
附
ス

第
⊥
ハ
條
　

本
校
ノ
｛
學
籍
ヲ
…
腕
シ
タ
μ
ト
キ
叉
ハ
休
學
停
學
二
依
り
一
時
宿
所
ヲ
一
離
ル
．
、
ト
キ

　
　
ハ
直
⇒
標
皐
札
ヲ
生
徒
課
昌
返
付
ス
ヘ
シ

宿所

宿
旦

家
圭
・
職
芭
　
癖

闇
魂
名
璽
・
ノ
劃
年

一
同
宿
者
ノ

姓
名
一
關

係

冠

齢

一

上
田
蹴
綜
寡
門
學
校
諸
規
程

九
三



上
田
聲
綜
部
門
堕
校
一
弦

九
四

屈用
紙

　

　

一

一一

ニ
ケ
月
・
宿
亙

　
　
ヲ
　
　

　
一

生
纏
名
旦

一
婿

一
墾
蓼
旦

酬
罐
堅

標札

1
一

寸
五

‖寸

十
授
業
料
規
程

第
一
條
　
授
琵
麗
ハ
左
ノ
期
間
内
二
之
ヲ
徽
枚
ス



、

　
　
第
一
期
f
㌻
苔
　
四
月
・
マ
八
日
ヨ
リ
同
月
二
十
一
日
㊥
テ

　
　
欝
二
烈
提
業
料
　
九
月
一
日
ヨ
リ
詞
四
日
マ
，
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
n
二
＋
一
貢
ヨ
ワ
罰
二
＋
四
盲
＝
ブ

第
二
僚
　
本
涜
規
鰯
第
垣
十
三
條
第
一
號
第
二
號
及
第
三
號
ノ
一
二
該
當
ス
〃
モ
ノ
ハ
事
項

　
　
駿
生
ノ
日
・
り
七
目
以
内
二
賦
期
ノ
授
業
料
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
三
條
　
退
學
叉
ハ
放
校
ノ
虞
憂
ヲ
畳
ケ
タ
戸
者
ノ
授
業
料
ハ
納
期
二
拘
ラ
ス
即
時
徴
牧
ス

第
四
條
　
授
業
料
ノ
怠
納
三
日
以
上
二
及
フ
溝
ハ
授
業
二
聞
席
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
特
別

　
　
ノ
事
情
有
ル
嵩
ヂ
此
ノ
限
二
非
ラ
ス

携
五
悠
實
剤
・
實
懸
費
・
徴
低
ス
戸
ト
キ
ハ
特
二
其
魔
額
及
徴
牧
日
ヲ
告
示
ス

　
　
雲
習
窓
験
殼
二
關
シ
グ
ハ
授
業
料
ノ
魏
定
ヲ
準
用
ス

幸
’
、
巡
祀
規
程

第
…
織
巡
麗
ハ
庶
務
課
監
督
ノ
下
二
鷲
帝
内
外
ノ
見
張
及
頂
締
拳
從
事
シ
且
ッ
輸
番
ご
夜

　
　
糠
三
二
服
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
上
田
鐡
綿
専
門
學
校
諸
蝿
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
上
田
嗣
趣
綜
專
門
學
校
一
轍
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

笛
〔
二
條
　

巡
硯
中
一
名
ノ
巡
硯
一
長
ヲ
置
キ
巡
祠
ノ
事
務
ヲ
総
．
ヘ
シ
ム

第
一
二
條
　

夜
敬
冨
ハ
午
後
見
時
詞
十
一
時
、
ふ
十
工
削
一
時
…
及
繍
ニ
ニ
時
校
舎
ノ
内
外
ヲ
巡
甜
脚
ス
ヘ
シ

第
四
條
　
正
㎜
門
ハ
・
午
蝋
初
六
時
二
開
扉
シ
融
‥
務
時
限
…
後
三
・
†
一
分
二
之
ヲ
閉
…
鎖
ス
ヘ
シ
但
シ
休
業

　
　
日
ニ
ハ
大
祭
日
及
本
稜
記
念
日
ヲ
除
ク
ノ
外
之
ヲ
開
扉
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
五
條
　
脇
門
ハ
正
門
閉
鎖
申
之
ヲ
開
扉
ス
ヘ
シ
但
シ
午
後
十
時
ヨ
リ
翌
日
午
前
エ
ハ
時
マ
プ

　
　
之
ヲ
閉
鎖
ス
ヘ
シ

第
六
條
　
巡
腕
力
必
ス
制
服
制
帽
ヲ
着
用
シ
靴
ヲ
穿
チ
容
儀
ヲ
正
シ
ク
シ
外
來
人
＝
接
ス
ル

　
　
ト
キ
ハ
一
懇
棚
一
ヲ
頃
筒
ト
シ
敢
’
ブ
傲
…
慢
ノ
輿
一
動
ア
ル
へ
ヵ
ラ
ス

第
七
條
　
巡
覗
ハ
本
稜
職
員
生
徒
傭
人
及
門
鑑
所
有
者
ノ
外
乱
ジ
ニ
外
來
者
ヲ
校
内
二
侵
入

　
　
セ
シ
ム
ヘ
カ
一
フ
ス

第
入
條
　
外
來
者
ノ
取
次
ヲ
乞
フ
嵩
ア
ル
ト
苧
ハ
先
シ
名
刺
ヲ
差
出
サ
シ
メ
用
向
ヲ
問
セ
執

　
　
務
時
閤
…
⊥
甲
ハ
庶
務
灘
悟
二
紗
　
務
…
蹄
闇
…
後
ハ
宿
］
嵐
漁
貝
晶
取
磯
ク
ヘ
シ

第
九
條
　
本
校
ノ
物
品
ヲ
携
霧
ス
ル
者
ハ
出
門
許
可
証
ヲ
有
ス
ル
蕩
合
ノ
外
之
ヲ
出
門
セ
シ

　
　
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス



第
＋
條
出
入
者
ノ
暴
動
不
審
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
い
直
チ
ニ
庶
務
課
若
ハ
ク
宿
直
員
二

　
　
申
告
ス
ヘ
シ

第
十
一
條
　
巡
競
ハ
勤
務
中
二
醜
察
若
ク
ハ
軌
行
シ
タ
ル
事
項
ヲ
詳
細
二
日
誌
轟
記
入
シ
毎

　
　
日
庶
務
課
若
ク
ハ
宿
直
員
二
之
ヲ
差
出
シ
其
ノ
捺
印
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
十
二
條
　
巡
硯
ハ
毎
月
一
日
勤
務
ノ
一
分
櫓
…
及
宜
ハ
ノ
順
番
ヲ
定
メ
庶
務
細
薩
二
屈
出
ッ
ヘ
シ

第
＋
三
條
職
員
服
務
規
程
ハ
之
ヲ
巡
硯
二
準
用
ス

　
　
　
　
　
　
十
島
、
小
使
規
程

第
一
條
小
使
ハ
庶
務
課
監
督
ノ
下
＝
小
佼
取
締
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
本
校
内
外
ノ
鵜
役
二
服
ス

　
　
ヘ
シ

第
二
條

第
三
條

第
四
條

第
五
條

小
使
ハ
毎
日
一
名
宛
輪
番
二
本
校
エ
宿
泊
勤
務
ス
ヘ
シ

小
使
ハ
勤
務
中
必
ス
制
服
ヲ
着
用
シ
外
勤
ノ
際
ハ
制
帽
ヲ
頂
ク
ヘ
シ

小
使
掃
除
ノ
際
臨
渇
失
物
等
ヲ
拾
得
シ
タ
ル
時
ハ
宿
⌒
二
宿
市
口
員
二
差
…
識
ス
ヘ
シ

小
使
ハ
火
ノ
取
搬
二
注
意
シ
職
員
退
出
後
ハ
直
チ
ニ
残
火
ヲ
取
除
キ
火
気
蚕
ク
去

上
田
認
綜
專
門
學
校
諦
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
上
田
籔
縣
ぷ
門
學
校
一
魔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

　
　
リ
タ
ル
籏
訂
嘩
二
火
雛
ヲ
掃
除
ス
ヘ
シ

第
六
篠
パ
穂
宕
職
員
ノ
許
可
ヲ
得
声
二
諮
サ
γ
ハ
生
徒
基
ノ
他
ノ
虐
ノ
委
囑
二
膳
ス
ル
コ

　
　
ト
ヲ
得
、
ス

第
七
鵠
小
饅
ハ
毎
月
一
日
勤
務
ノ
分
携
又
巽
・
順
謹
ヲ
定
メ
廉
務
課
二
屑
出
ス
ヘ
シ

第
八
條
　
職
員
服
務
親
程
’
之
ヲ
小
使
二
準
用
ス

呼
罵
、
非
常
手
配
規
程

第
一
條
本
稜
出
火
若
ク
ハ
近
火
緩
事
灘
ノ
際
ハ
巡
覗
叉
ハ
小
使
其
ノ
他
之
ヲ
綾
見
シ
タ
ル

　
　
妄
ノ
ヨ
リ
執
務
時
間
内
夕
學
校
長
及
各
課
二
其
ノ
他
ハ
當
直
員
二
急
報
ス
ヘ
シ

第
二
條
　
課
員
叉
ハ
営
直
員
ニ
シ
烹
前
僚
ノ
報
二
接
シ
タ
戸
1
・
キ
ハ
御
翼
影
並
二
勅
語
ノ
奉

　
　
牢
パ
宜
ハ
ノ
“
槻
μ
雁
心
一
慧
二
手
配
ヲ
繍
苅
シ
且
ッ
燈
随
直
愚
跳
♪
之
ヲ
…
坐
・
杖
、
長
及
各
畑
硲
員
二
急
報
ス
ヘ
シ

　
　
御
翼
影
並
二
勅
語
ノ
皐
妥
所
♪
小
縣
懲
業
率
続
若
ク
ハ
沸
宮
奉
齋
禽
上
田
本
部
ト
ス

第
三
條
事
愛
ノ
性
質
塞
人
数
ヲ
蔑
ス
ト
認
ム
μ
ト
キ
ハ
巡
競
叉
ハ
火
夫
ヲ
シ
テ
警
鐘
ヲ
三



　
　
ッ
宛
．
蓮
打
セ
シ
メ
コ
．
〈
ハ
汽
笛
ヲ
蓮
鳴
士
㌢
ム

第
四
條
前
筒
ノ
醤
籏
二
接
シ
タ
μ
ト
キ
ハ
職
只
生
徒
以
筆
話
傭
人
ハ
直
チ
ニ
本
稜
二
集
合

　
　
シ
豫
定
ノ
経
三
欝
ル
ヘ
シ
但
シ
生
蕊
ハ
必
ス
正
帽
ヲ
若
用
ス
ヘ
シ

第
五
艦
　
聰
員
生
徒
以
下
講
傭
人
ノ
非
常
手
配
ハ
毎
年
四
月
生
徒
課
二
於
・
ク
之
ヲ
定
ム
但
シ

　
　
職
⇔
貝
ノ
臨
…
道
ハ
學
稜
長
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
六
億

第
七
債

　
　
一
、

　
　
二
、

　
　
三
、

　
　
四
、

第
八
僚

　
　
一
、

　
　
二
、

非
常
手
配
ヲ
警
戎
掛
、
防
火
掛
及
蓮
搬
掛
ノ
三
掛
ト
嬬
ス

警
戒
掛
ハ
左
ノ
皐
項
ヲ
掌
戸

控
ぽ

蜒
瀦
ﾂ
ぷ
題
シ
プ
」
紐
…
田
川
ノ
㏄
畜
ヲ
入
ラ
シ
メ
サ
’
ル
コ
ト

路
始
稜
内
ヲ
巡
遜
シ
ブ
盗
難
ヲ
戒
ム
戸
コ
ト

駈
付
人
名
ヲ
書
留
ル
コ
ト

夜
中
ニ
ア
リ
タ
ハ
表
門
翼
ノ
他
ノ
要
所
二
高
震
提
灯
ヲ
瓢
ス
ル
コ
ト

防
火
掛
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
掌
ル

校
内
失
火
ノ
ト
キ
ハ
備
付
ノ
摺
火
2
3
及
卿
筒
ヲ
鹿
用
シ
タ
消
防
ヲ
爲
ス
コ
ト

近
火
ノ
ト
キ
ハ
卿
筒
ヲ
引
キ
出
シ
テ
延
焼
ノ
豫
防
ヲ
ナ
ス
コ
ト

上
田
鐵
線
專
門
學
校
諦
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
三
、

第
九
條

　
　
…
、

　
　
二
、

第
十
條

　
　
但
シ
掛
長
駈
付
ず
声
問
ハ
上
席
者
ノ
指
揮
⇒
從
フ
へ

第
十
一
條

　
　
三
條
ノ
警
報
ヲ
爲
シ
テ
臨
時
之
ヲ
練
習
セ
シ
ム
声
コ
ト
ア
声
へ

第
十
二
條

　
　
ル
エ
徒
課
一
長
ハ
時
々
防
火
用
…
具
ヲ
織
諭
〔
シ
時
機
二
鹸
腿
シ
’
フ
使
用
シ
得
ル
賠
恢
整
頓
シ
置
ク
ヘ

　
　
シ

上
田
薫
績
尊
門
學
校
一
箆
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

其
ノ
鳩
防
火
二
必
要
ナ
ル
皐
項

蓮
頚
掛
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
掌
ル

校
舎
焼
失
ノ
虞
ア
声
ト
キ
ハ
模
内
ノ
圃
書
機
械
其
ゾ
他
ノ
物
品
ヲ
安
蚕
ノ
場
所
二

運
搬
ス
ル
コ
ト

運
搬
セ
ル
物
品
⇒
ハ
監
硯
者
ヲ
附
シ
タ
嚴
重
二
取
締
ル
コ
ト

葬
常
手
配
掛
員
ハ
各
掛
長
ノ
指
揮
二
從
ヒ
各
掛
長
ハ
阜
殺
長
ノ
指
揮
二
從
フ
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

　
各
學
期
二
二
回
生
徒
ヲ
シ
テ
卿
筒
及
清
火
器
使
用
ノ
練
習
ヲ
爲
サ
シ
ム
但
シ
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

　
防
火
用
具
ハ
生
徒
課
長
ヲ
シ
テ
之
ヲ
保
管
セ
シ
ム



　
　
　
　
第
六

　
　
　
　
　
校

　
　
　
　
　
教

竃
　
　
桑
　
　
論

　
　
（
外
國
留
學
中
）

経
　
　
　
　
濟

製
綜
法
、
製
綜
學

製
　
綜
　
實
　
習

養
麓
學
、
　
動
物
撃

動
植
物
實
鹸

　
　
　
　
　
助

　
　
　
　
職
　
且

職
員

長授

教
授

　
　
　
（
明
治
四
十
四
年
十
一
月
一
日
調
）

　
　
　
　
藍
趨
針
塚
長
太

　
蛭
野
縣
技
師
蜘
五
位
勲
五
描
三
吉
米

　
　
　
齪
學
博
台
農
學
蛾
大
森
順

教
務
課
長
灘
戦
趨
阿
形
輝

　
　
　
　
從
七
位
三
　
谷

　
　
　
　
灘
批
雄
勝
木
喜

郎
熊

造
司

徹董
一
〇
一

群
馬
縣
卒
民

山
ロ
縣
士
族

東
京
府
卒
民

群
馬
縣
士
族

嶋
根
縣
卒
民

東
京
府
卒
民



　
　
　
上
田
意
縣
専
↑
門
蜘
撃
校
一
覧

機
　
械
　
工
　
學

懸
用
力
學
、
固
声

農
學
大
垣
意
、
昆
轟
學

植
物
學
、
動
植
物
實
瞼

養英
化

染修桑膿

樹
　
栽

學
講

語學織身培操

工
學
士

農
學
士

而
・
　
（
囑
託
日
付
順
）

日
圃
書
課
長
心
…
得
　
叉
學
士

　
　
　
　
　
農
學
士

生
徒
課
長
心
得
無

生
徒
鑑
事
務
取
扱

從
七
位

陸
軍
歩
兵
中
尉

從
七
位
勲
六
等
・
功
五
級

大
瀧
照
太

北
島
　
銃

水
井
欝
一

和
川

新近金

田
仙
太

瀬
惚
次

チ

本
常
三

樂
　
金

藤
　
勝

子
　
薫

一
〇
二

郎雄郎
郎郎

郎橘
治

藏

岡
山
縣
卒
民

静
岡
縣
卒
民

長
野
縣
卒
民

祀
島
縣
士
族

徳
哨
縣
卒
民
、

栃
木
縣
卒
民

静
岡
縣
士
族

長
野
縣
士
族

群
馬
縣
士
族



殺
蠕
、
乾
繭
、
貯
繭

繭
生
綜
審
査

物
理
學
、
氣
象
學
、
数
學

絹
綜
紡
績
學
、
機
械
學

　
　
　
　
雇
（
助
手
）

職
　
員

　
　
下
田
　
穣

理
學
士
築
地
宜
雄

工
學
士
石
倉
新
十
郎

岩
岡

末
彦

岩
田
清
丸

宮
原
董
一
郎

江
森
保
彦

齋
藤
良
三
郎

今
井
常
三
郎

林
　
勝
太
郎

加
藤
　
景
一

一
〇
三

東
京
府
干
民

熊
本
縣
士
族

群
馬
縣
卒
民

縞
岡
縣
士
族

静
岡
縣
苧
民

長
野
縣
卒
民

稲
島
縣
士
族

窟
山
縣
平
民

岐
皐
縣
畢
民

長
野
縣
干
民

岐
阜
縣
干
民



上
田
竃
締
專
門
學
校
一
魔

一
〇
四

雇
（
教
婦
）

中
川
マ
キ
徳
嶋
縣
雫
民

山
邊
キ
ク
纂
野
縣
士
族

校
讐

ド
ク
ト
ル
　
岡
　
本

馨
學
士
　
田
　
中

正

喜
　
　
長
野
縣
士
族

清
　
長
野
縣
工
，
民

囑
．
託

醐
蠕
辮
壕
鵬
籔
搬
鯉
五
輻
毒
士
．
武
榮
之
進
東
京
府
褒

書
記



松
矢

原

雇

第
七
生
徒

一
、

ｶ
徒
氏
名

村
　
季

澤
茂
登

田
兵

　
生
　
徒

　
養
　
賀

　
　
長
野
縣
平
民

一
　
長
野
縣
李
民

衛
　
山
形
縣
干
民

科
．

池
田
松
太
郎
　
奈
艮
縣
干
民

前
田
宏
親
和
歌
山
縣
卒
民

齋
藤
乙
三
郎
　
長
野
縣
卒
民

坂
部
信
治
静
岡
縣
干
民

秋
　
山

宮
　
城

波
多
野

俊
　
典

嘉
　
貞

千
　

里

茨
城
縣
干
民

長
野
縣
平
民

島
根
縣
士
族

一
〇
五



口

多
工本

奥
荻

向

上
田
、
籔
綜
専
門
學
校

水
　
達

賀
藤
　
一

間沼田　
野

．
山

佐
谷
戸
　
健

大定
宮篠

森

名

太
秀

二
直兵遽

隆

次

光
朝
太

本

田
　
卒
　
三干

郎
夫三入

司雄巖
頑

郎
昇

郎昇郎

城

　
　
一
覧

静
岡
縣
卒
民

鳥
取
縣
卒
民

大
分
縣
平
民

宮
城
縣
乎
民

長
野
縣
平
民

鳥
取
縣
士
族

群
馬
縣
平
民

山
梨
縣
平
民

茨
城
縣
卒
民

而
島
縣
士
族

山
口
縣
平
民

石
川
縣
卒
民

新
潟
縣
平
民

石
川
縣
雫
民

宮
岩大松北

田
小小牧

高
市上

仙藤

川

本町野
原附

山

゜
寅

卯

之
市省正末

　
一庸

松
原
徳

野
．
橋

川
原

波

金秀

次
善恕清

次
金

助
郎

三一

吉郎
人

治郎
吾夫

郎
作

一
〇
六

　
長
野
縣
雫
民

　
愛
媛
縣
平
民

　
高
知
縣
卒
民

肺
奈
川
縣
卒
誕

　
長
野
縣
卒
民

　
滋
賀
縣
卒
民

　
長
野
縣
卒
民

肺
奈
川
縣
苧
民

　
長
野
縣
卒
民

　
長
野
縣
卒
民

　
長
野
縣
干
民

　
長
野
縣
卒
民

　
山
形
縣
士
族

　
浦
岡
縣
卒
民



野篠
山

九
菅

鶴塚遠
田

松岩
中川

澤
原

本
山訂

澤
田

本
辰俊

藤口
井

岡　
澤合

軍
泰
　
浩

善
　
　
次

五
　
郎

　
一
　
郎

隆
　
　
三

定
　
卒

勝
　
彰

文
敏

清
久

之
徒

夫三作忠助

　
愛
知
縣
平
民

　
栃
木
眠
乎
民

瀞
奈
川
縣
卒
民

　
長
野
縣
卒
民

　
島
根
縣
乎
式

　
山
梨
縣
雫
民

　
奈
長
縣
士
族

製
　
　
綜

徳
島
縣
雫
民

岐
阜
縣
午
民

廣
鵬
縣
ヰ
民

長
野
縣
平
民

長
野
縣
干
民

石
川
縣
士
族

科

松
菅絹

堀
牛

水三林藤
山

松稻

澤
原　

村越
山野

　
米

輪部
澤浦村

源
榮

徳
勇彌作

太三
文藤愛太

榮
治

貢策彌
郎輔郎雄

藏
信郎

長
野
縣
卒
民

宮
城
縣
雫
民

静
岡
縣
干
民

群
馬
縣
卒
民

長
野
縣
卒
民

栃
木
縣
卒
民

　
長
野
縣
士
族

　
長
野
縣
卒
民

　
長
野
縣
李
民

　
長
野
縣
平
民

紳
奈
川
縣
卒
民

　
愛
知
縣
平
民

一
〇
七
・



清
鈴小伊佐水

北中
土

田
若太岩久

　
　
上
田

水
　
　
二

木
　
　
誠

山
　
健
　
次

　
藤

藤
　
　
正

　
島
　
　
晋

原
　
　
保

　
澤
　
　
周

　
岐
　
　
宣

　
中
　
　
　
一

　
林
　
　
萬

　
田
　
　
清

　
住
　
　
正

保
田
　
柳

認
縣
専
門
學
校

郎

一

郎競
已

一三藏
治男吉

藏
明

作

　
　
一
魔

長
野
縣
卒
民

茨
城
縣
準
民

長
野
縣
卒
民

長
野
縣
苧
民

新
潟
縣
卒
民

長
野
縣
卒
民

長
野
縣
干
民

長
野
縣
卒
民

埼
玉
縣
干
民

和
歌
山
縣
士
族

長
野
縣
平
民

和
歌
山
縣
干
畏

富
山
縣
弔
浅

長
野
縣
雫
民

依後
高

加森小
田

清小阿大
宮田

織
田藤

田藤
林

中

信
富徳

宮穴
部塚下

中

田

次重
四

太

茂
三

潤
　
一

　
　
源

　
成

　
　
雅

　
　
敬

一

郎郎郎郎
樹

郎
保郎八幹敏三博

一
〇
入

　
長
野
縣
卒
民

　
廣
島
縣
卒
民

　
群
馬
縣
干
民

　
静
岡
縣
弔
民

　
長
野
縣
卒
民

　
長
野
縣
卒
民

　
佐
賀
縣
士
族

　
茨
城
縣
士
族

　
長
野
縣
平
民

　
山
形
縣
卒
民

　
東
京
府
士
族

　
長
野
縣
干
艮

　
長
野
縣
卒
民

　
静
岡
縣
卒
民



丸
山
忠

小
林
茂

林
漢

朴
墳

良
長
野
縣
平
民

雄
長
野
縣
乎
民

養
鴛
科
選
科
生

龍
朝
鮮

愛
朝
鮮

　
　
二
、
生
徒
年
齢
別

｝
種
別

養
竺
竺

璽
第
二
竺

科
看
三
三

割
竺
年
、
一

科

第
二
年
｝

第
三
竺

生
徒

一
志
藏
　
人
長
野
縣
卒
民

明
治
四
十
四
年
九
月
三
十
日
調

年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢

ー
声
　
　
　
高
　
一
　
最

低
　
　
一
　
卒
　
　
　
　
均

ｵ
年
五
月
一
　
　
　
　
一
九
年
二
月

二
二
年
七
月

三
　
　
　
　
〇
、

○

・
一
　
　
　
・

○

　
二
き
月
｝
ー

天
鑑
；
月
一
　
　
三
牟
五
月

三
　
　
　
．
・
一

○

三
　
　
　
丸
三

○

一
〇
九

●



O

上
田
猛
縣
専
門
學
校
一
頸

　
三
、
生
徒
地
方
別

明
治
四
十
四
年
九
月
三
十
日
調

二
〇

道
聴
府
亙
養
麓
科
一
製
縣
科
｝

東
京
旦

計

ど

二

祠
奈
川
亙

三

二

四

新
潟
縣

二

二

二

埼
玉
縣
一

三

二

一

群

馬
縣
一

二

二

三

茨
城
縣
二

栃
木
亙

三

二

二
｝

四

・
．
一

二

割
良
剰

愛
知
壁

　
　
一

二

・
一

一

三

二

岡
縣

三

三

二

四



山
梨

亙

．
二

滋
賀
亙

二

二

○

岐
阜
縣

・
一

一

長
野
亙

西
一

一

三
二

宮

城
亙

二

三
七

・
一

頑
島
縣
一

二

山
形
亙

○

一
二

二

石
川

亙

二

富
山
縣

○

一

二

三

二

三

二

鳥
取
縣

三

…

二

二

島
根
縣
　

二

廣
島
翌

三

二

三

二

二

二

二

一

生
徒

二
一



上
田
銀
線
事
門
學
校
一
魔

二
ご

徳
島
亙

和
歌
山
亙

高
　
知
　
亙

〇
一

三
二

「
「二

一二

三

一

稲大佐

岡
遮

分
巴

賀
巴
－

　
　
　
仁

ー

　
　
ー
ニ

ー

三

一

計

三

一

P
L
…

一

一

四
七
一

畑
三

九
〇

羅
．
入
學
志
願
者
及
入
學
者
地
方
別
及
出
身
學
校
別
（
螺
題
翻
年
）

府縣

北
海
道

出
身
學
稜

入
　
學
　
憲
　
願
　
者

　
入

墨
亘
製
碧
學
越
府
縣

会
卵
≧
人
員
彌
酬

　
一

‖
†
…
－
ー
†

》
言
一
易
旨

臆
立
画
舘
中
竃
…
，
二
・
，

學

者

蓋
亙
製
鶯
霧
府
縣

合
彌
鋼
自

二
－
＝
ユ

鶏
別
計

別
計

一
与

○

醐



青
亙

　
　
　
一
　
　
　
一
ド
k
H

○

○

○

○

○

一
・

縣
立
大
舘
中
學
校

口
一

1

一

1

秋
田

同
　
本
荘
中
學
旦

3

1
○

　
一
ー

3
ー
1

○

l
i

○

1
○

ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
同
　
　
秋
田
農
業
察
校

一

二

岩
手

縣
立
　
一
ノ
關
中
學
校

一9
一

1

一

3

－
　
　
　
1

○
ー

○

ー

○

縣
立
　
農
學
　
校

一
ー
　
一

二

璽
山
形
中
學
旦
二

ー

司
欝
墨
旦
二

　
二
ー
　
1
　
ー
　
ー
　
二
ー
ー
　
四
－
　
一

一

1
ー

同
新
輩
護
二
7

5

　
一
ー
1
ー
ー
1

1

1
1

　
二
～

2

山
形

同
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カ
爲
メ
左
ノ
ニ
部
ヲ
置
ク

蓮
動
部



　
　
二
、

第
五
條

　
　
一
、

　
　
二
、

　
　
三
、

　
　
四
、

　
　
五
、

第
六
條

　
　
「
、

　
　
二
、

　
　
三
、

第
七
條

庶
務
部

本
會
＝
一
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

會
　
長

副
會
長

幹
　
事

掛
　
長

委
　
員

一
名

一
名

若
干
名

若
干
名

若
干
名

役
員
ノ
職
務
ハ
左
ノ
如
シ

會
長
ハ
會
務
ヲ
総
理
シ
本
會
ヲ
代
表
ス

副
會
長
ハ
會
長
ヲ
補
佐
シ
會
長
ノ
故
障
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
代
理
ス

幹
事
掛
長
及
委
員
ハ
會
長
ノ
指
揮
工
從
ヒ
各
自
ノ
分
携
セ
ル
事
務
ヲ
取
扱
フ

會
長
ニ
ハ
學
枝
長
ヲ
推
載
…
シ
副
曾
長
幹
事
及
掛
長
ハ
賛
助
員
中
二
就
キ
會
長
ノ
指

　
　
名
ト
シ
委
員
ハ
生
徒
ノ
互
選
ト
ス

第
入
條
　
役
員
ノ
任
期
ハ
一
箇
年
ト
シ
毎
年
二
月
之
ヲ
選
任
ス

　
　
　
　
附
　
　
鐘

一
二
七



　
　
　
　
上
田
籔
綜
轟
門
學
竺
覧
　
　
・
．
　
　
’
　
　
』
元

第
九
條
　
本
會
全
彊
二
2
8
ヌ
ル
事
．
項
い
役
員
禽
議
ノ
議
決
ユ
依
〃

第
＋
條
役
員
禽
議
ハ
毎
年
二
月
之
ヲ
召
集
ス
但
☆
豆
ノ
瘍
盈
二
が
臨
時
召
集
ス
ル
コ
ト
ア

　
　
声
’
ヘ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
．
，
、
＼
‘

第
十
一
條
　
役
員
會
議
ハ
継
役
員
ノ
三
分
ー
ノ
ニ
以
上
出
席
ス
ル
｝
二
非
サ
レ
バ
議
事
ヲ
開
キ
議

　
　
決
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
ー
9
ス

第
十
二
條
　
役
員
會
議
ノ
議
事
ぷ
蓮
宇
数
ヲ
以
テ
淡
ス
可
否
周
敏
ナ
ル
ト
キ
ハ
會
長
ノ
決
ス

　
　
〃
所
二
依
声

第
＋
三
條
本
會
ノ
経
費
ハ
會
費
及
寄
附
金
ヲ
2
ー
二
・
之
エ
充
ッ

　
　
一
、
　
通
常
曾
員
ハ
入
會
ノ
際
入
會
金
ト
シ
〉
金
登
圓
ヲ
庶
務
部
二
納
付
ス
ヘ
シ

　
　
ニ
、
　
一
迎
常
・
曾
ロ
貝
ハ
倉
那
且
ト
シ
↑
プ
授
典
菜
料
翻
…
付
期
毎
二
金
五
十
優
ヲ
由
騰
務
部
二
納
付
ス
ヘ

　
　
　
　
シ

　
　
三
、
名
轡
會
員
賛
助
曾
員
及
特
別
曾
員
ハ
別
二
會
費
ヲ
徴
牧
セ
ス

第
十
四
條
　
本
會
ノ
魯
詩
年
痘
ハ
三
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
二
月
末
日
迄
下
ス

第
＋
五
條
本
曾
・
牧
支
決
算
ハ
毎
年
三
月
之
ヲ
報
告
ス



第
十
六
條
　
本
規
則
ハ
役
員
曾
議
ノ
議
決
ニ
ヨ
ヅ
之
ヲ
改
正
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
，

　
ヱ
則
項
ノ
議
決
ハ
出
酷
賠
役
…
貝
四
分
ノ
三
以
・
上
ノ
劣
二
鰍
ヲ
…
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
七
條
　
委
員
ノ
選
畢
及
昏
部
二
關
ス
ル
組
則
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

畿
、
校
友
會
役
員

附
　
録

會

長

副
　
會
　
長

幹

事

針
　
塚
　
長
　
太
　
郎

阿
　
形
　

輝
　
司

’
三
　

吉

三
　

谷

勝
　

木

．
大
　
瀧

　
米
・
　
熊

　
　
　
徹

　
喜
　
董

照
　
太
　
郎

　
　
ご
二
九



上
田
類
線
専
門
學
校
一
覧
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二
〇

穣

　
　
　
庶
務
部
掛
長
池
田
松
太
郎

　
　
　
全
　
　
委
員
　
奥
　
　
田
　
．
達
　
　
雄



柔
道
部
掛
長
齋
藤
良
三
郎

全
　
委
員
矢
澤
茂
登
一

弓
術
部
掛
長
近

全
委
員
菅

庭
球
部
掛
長
岩

全
　
委
員
宮

島
藤原澤

岡
城輸

晋
勝

勇
末嘉

一

治治
雄彦

貞
輔

附
錐

＝
三



上
田
い
薔
綜
專
門
學
校
一
覧

】
三
二

上
田
騒
縣
專
門
學
模
一
麗
絡



明
治
四
＋
四
年
＋
二
月
廿
三
日
印
刷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
非
責
品
）

明
治
四
十
四
年
十
二
月
廿
入
日
登
行

　
　
　
　
繍
欄
繰
　
　
上
田
鷲
練
專
門
學
稜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
四
〇
六
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
野
縣
小
縣
郡
上
田
町
乙
四
百
九
十
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
者
　
中
澤
勝
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
一
ニ
ニ
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
野
縣
小
縣
郡
上
田
町
乙
四
百
九
十
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
中
澤
活
版
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
一
一
＝
一
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脇
蜜
灘
欝
鐵
譲
畿


